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会 議 録 

会議の名称 令和６年度第４回つくば市環境審議会（第２回：基本計画中

間見直し及び区域施策編改定） 

開催日時 令和７年１月31日（金）開会10:00 閉会12:00 

開催場所 つくば市役所２階職員研修室 

事務局（担当課） 生活環境部環境政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

鈴木 石根委員（会長）、松橋 啓介委員、野中 勝利委員、

宮本 純委員、吉野 邦彦委員、丸井 敦尚委員（副会長）、

井本 由香利委員、杉田 文委員、河井 紘輔委員、浅野 英

公子委員、勝呂 信介委員、北浦 伸幸委員、木下 潔委員 

事務局 伊藤 智治生活環境部長、植木 亨生活環境部次長、渡邊 

俊吾生活環境部次長兼環境政策課長、寺田 剛士環境政策課

長補佐、大見 一裕環境政策課長補佐兼係長、千田 智之係

長、風巻 玲子係長、吉田 奈月主査、植木 祐太主任、山

村 恵理子主任、黄川田 梨花主事、舛井 岳人主事、松本 

佳菜子主事 

（計画改定業務受託者：株式会社エックス都市研究所 永冨、

河野、古川、横田） 

その他 生活環境部環境保全課、生活環境部環境衛生課 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ２名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 「第３次つくば市環境基本計画」の中間見直し等について 

会議録署名人 松橋 啓介委員 

宮本 純委員 

確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 議事 

(1) 「第３次つくば市環境基本計画」中間見直しの進め方及び実績振り返

りについて 

(2) 「つくば市環境審議会専門部会開催要項」一部改正について 

(3) 「つくば市きれいなまちづくり行動計画検討専門部会」からの報告 

３ その他 

４ 閉会 
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１ 開会 

事務局：本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。た

だいまから、令和６年度第４回つくば市環境審議会を開会いたします。つく

ば市環境審議会条例第５条の規定に基づき、審議会は、委員の過半数が出席

しなければ会議を開くことができないと定められています。本日は、委員15

名のうち、オンラインの井本委員、吉野委員を含め、13名に出席いただいて

おり、過半数を満たしていることを御報告いたします。ここで、新たに就任

いただいた委員の御紹介をさせていただきます。市議会議員の任期満了に伴

い、前任の高野 文男委員に代わりまして浅野 英公子委員に就任いただきま

した。よろしくお願いいたします。本日の審議会は、会議録作成のため、録

音させていただきます。なお、本審議会は公開としており、傍聴人の参加と

資料の閲覧が可能となっています。本日の会は、前回の10月の審議会で諮問

させていただきました「第３次つくば市環境基本計画」の中間見直しを主な

テーマとして御意見をいただきたいと考えています。また、「つくば市きれ

いなまちづくり行動計画検討専門部会」からの報告を予定しています。それ

では、つくば市環境審議会条例第５条に従い、議事の進行を鈴木会長にお願

いいたします。 

２ 議事(1)「第３次つくば市環境基本計画」中間見直しの進め方及び実績振り

返りについて 

鈴木会長：本日の議事は次第にあるように(1)から(3)とその他を予定していま

す。次第の２議事 (1)「第３次つくば市環境基本計画」中間見直しの進め方

及び実績振り返りについて、事務局より資料1-1の説明をお願いします。 

事務局：資料1-1の御説明に入る前に、次第の議事が一部変更となっていますの

で、御説明させていただきます。開催案内送付時には、アンケートの進め方

という議事が入っておりましたが、議事から除かせていただき、「その他」

で御説明いたします。資料の1-1の説明をさせていただきます。（中間見直し

の検討事項、検討の流れについて：資料1-1参照） 

鈴木会長：事務局からは中間見直しの検討事項、検討の流れについて説明があ

りましたが、御意見はございますか。 

丸井委員：２ページ目の左下の赤枠で囲ったところに記載の評価指標について。

第６次きれいなまちづくり行動計画でいう成果指標としている箇所が評価指

標に相当する基準だと思うのですが、それでよろしいですか。例えば第６次
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きれいなまちづくり行動計画の、28、29ページのアダプトパーク事業の一覧

の成果指標の記載などです。 

事務局：今言われた成果指標は、きれいなまちづくり行動計画の成果指標とい

う位置付けで、それが環境基本計画でも成果指標となるかという御質問でよ

ろしいですか。 

丸井委員：ここでいうと評価指標と書いてありますが、市民の皆様も評価指標

と成果指標が違うのか、同じなのかということがわからないかと思います。 

事務局：環境基本計画で設定しています評価指標は、例えば環境基本計画19ペ

ージの記載が基本目標1に関わる計画の成果を測る評価指標という設定です。

環境基本計画では、基本目標ごとに評価指標を設けています。 

丸井委員：評価指標を評価するための基準は、どちらに書いてありますか。 

事務局：評価指標を評価するための基準、目標は、同じページに記載していま

す。 

丸井委員：目標が基準だと思ってよろしいですね。目標を達成しているか、達

成していないかという基準はないのですか。 

事務局：目標年度ごとに見ることにはなりますが、中間評価はしています。後

程、資料でも御説明いたします。 

丸井委員：承知しました。今後も会議があると思うのですが、PDCAサイクルの

中での進捗具合を、例えばエクセルシートのようなものに書かれてどこが足

りないどこが上手くいっているなど、評価をされると思ってよろしいですか。 

事務局：はい。 

丸井委員：わかりました。ありがとうございます。 

松橋委員：第３次つくば市環境基本計画の３ページ目に環境基本計画には個別

計画が関連すると書いてあります。個別計画というのは地球温暖化対策実行

計画や一般廃棄物処理基本計画などですね。「今後策定する個別の計画は本

計画との整合を図る」との記載についてですが、今後個別計画も中間見直し

をするのでしょうか。 

事務局：個別計画については、それぞれ計画の策定年度があります。それぞれ

の年度終了や改定のタイミングで、環境基本計画の内容に合わせる形で改定
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を進めるということになります。その中でも特に、地球温暖化対策実行計画

については、終了年度を合わせ、環境基本計画に包含するような形で、整合

をとれるように策定をしたいと考えています。 

松橋委員：わかりました。資料1-1の３ページに、今後の見直し審議会の流れ、

タイミングがありますが、ここで決めた内容がそのまま実行計画の内容にな

るのか、あるいは、並行して実行計画策定のための委員会を開いて、同じも

のにするのか、そのあたりの関係が分からないです。個別計画での議論と、

審議会での議論を、何かうまく分担できるのであればその方がいいのかと、

あるいは何か戦略があるのかと思ったので、お伺いした次第です。 

事務局：後程また御説明させていただく予定ですが、特に地球温暖化対策実行

計画については同時に改定を行うので、専門部会を今後開催していきたいと

思っています。地球温暖化対策分野については専門部会に委ねるような形で

審議し、基本計画と整合をとりながら進め、最後は審議会に議論の結果を報

告して承認をいただいた上で、一つの計画にまとめるという進め方を考えて

います。また、既存の個別計画がある分野もあるので、整合を図りながら、

それでもなおかつ「もう一歩進めた方がいい」などの御意見をいただきなが

ら進めていきたいと考えています。全部を最初から見直すより、今あるベー

スを生かしながら先ほど申し上げた「バックキャスティングの視点で見てこ

こはこうあるべき」という議論も踏まえ、バックキャスティング・フォアキ

ャスティングの両方の手法を使い見直しを進めていきたいと考えています。 

河井委員：同じく資料1-1の３ページですが、中間見直し審議会の範囲に、個別

事業が入っていないところの確認です。少なくとも基本目標３の資源循環の

ところを拝見しますと、個別事業、いわゆる取り組みを頑張って達成したと

しても、評価指標の排出量やリサイクル率が達成できるとは思えません。個

別事業は何のためにあるのか、施策との紐づけがわからないといいますか、

とりあえずメニューはあるものの本当にそれを一生懸命やったら上位目標に

到達、達成するのかというところの整合性が弱いと感じています。個別事業

の見直しはどの段階でやるのかという質問です。 

事務局：施策を検討する段階、例えば見直しの審議会４、５回目の時に施策の

柱や施策の内容を御議論いただく機会に、実際には基本計画の中身、施策の

方向性を記載するのですが、ここで書いたものが個別事業に繋がっていくも

のと考えています。今御指摘いただいたように、個別事業をやると、施策が

達成できるのかというストーリーが、今の計画では少し弱いと感じています。
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一度そのような「目標を達成するためにこの施策が必要、この施策を達成す

るためにこの事業が必要」というストーリーを整理しまして、それを御覧い

ただいた上で、この内容で合っているか、きちんと整合がとれているか、と

いった流れを確認いただきたいと考えています。現計画ではその辺りが弱い

と事務局としても課題として感じています。 

鈴木会長：続きまして現基本計画の実績の振り返りの資料について、事務局よ

り御説明をお願いします。 

事務局：（資料1-2の見方、基本目標１の実績の振り返りについて：資料1-2、資

料1-3参照） 

鈴木会長：基本目標１について説明がありましたが、資料1-3で、事務局からＱ

１からＱ３が挙げられています。まずＱ１とＱ２について、御意見を伺いた

いと思います。 

浅野委員：④のところで、「燃料電池、蓄電池への補助を継続」が指標となって

いますが、一般の住宅での整備状況や、CO₂に関するデータを収集することは

可能でしょうか。また、できればそういうことを見える化することによって、

市民の方にも蓄電池の有用性が広まるのではないかと思うのですがいかがで

しょうか。指標の追加という点で意見を申し上げました。 

事務局：CO₂を削減することを目標として市民向けの奨励金事業を行っていま

す。そちらについては１件につきどれくらいのCO₂削減効果があるのか計測を

し、データをまとめ、報告しています。評価指標としてつくば市全体の温室

効果ガス排出量を設けていまして、それを分解するような形で、蓄電池を１

件置く効果など、今後個別の事業を設計していく際に指標として使っていく

ということは可能だと考えています。また、成果について、今は報告書のよ

うな形で市民の方に公表していますが、少し見づらいというところはあるか

と思っていますので、そうした効果をまとめまして、「省エネ住宅に住むと

いいことがある」、「市民の方にもこんなメリットがある」というところを

PR資料として作っていきたいと考えています。 

木下委員：整理させていただきたいのですが、低炭素モデル都市を作るという

のは、「温室効果ガスはあまり出さないようにしましょう」ということだと

思います。この「出さないようにしましょう」ということは、要するに交通

系や住宅系、その他教育系のような感じかと思います。交通系の場合は、「車

はタクシーやカーシェアリングにしましょう」や、「電気自動車やハイブリ
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ッドにもっていきましょう」などがあり、あとはその補助をやっていく。住

宅系は、「新しく建てる家については、できるだけZEHに近いものにしましょ

う」ということで燃料電池などを入れていく。公共施設については、「エネ

ルギーを上手に使うように改装していく」という、そんなざっくりした流れ

でよろしいですかね。たくさんあるのでどれが効いているのかよくわからな

いのですが、方向性というのはそのような理解でよろしいでしょうか。 

事務局：方向性としては、目標があって、施策の柱があって、そのための施策が

あってという形で、今、木下委員におっしゃっていただいたとおりと考えて

います。 

木下委員：わかりました。どれが一番効くのですか。根本に効くとか、数値化し

ていくのかとか、その辺を考えていかないと。何となく全部やってしまって

もなかなか見えてこない気がするのですがいかがでしょう。 

事務局：本質的な御質問ありがとうございます。どれもやっていかないといけ

ないところは確かにありますが、その中でもつくば市ならではの温室効果ガ

ス排出量の特性があるので、そこを加味しながら、今後限られた予算もある

ので、強弱をつけていくところもあり得るかと考えています。計画の中でも

事業者の脱炭素化という、実際には少し進捗があまりよくないといいますか、

まだアプローチできていない部分もあります。事業者や研究機関も含めた脱

炭素化を促進することや、運輸部門も排出量が大きいという特徴があるので、

そういった部分に対するアプローチなどを今後特に強化していかないといけ

ないと考えています。 

木下委員：それを入れたらいいのではないでしょうか。それを入れるのが一番

効くような気がするのですが。まだ入っていない理由はやりにくいからでし

ょうか。 

事務局：事業者向けとなりますと、率直にいうと難しいところもあり、これま

でなかなか実現まで至っていないところがあります。ただ、課題としては大

きなものだと認識していますので、改めて具現化したいと考えています。 

木下委員：やはり一番大きいところを狙わないと評価指標(A)はいつまでも「遅

れ」のままになる気がします。是非とも考えていただきたいです。難しいと

は思いますが何かやらないと前に進まないと思います。 

河井委員：評価指標(A)がすべてかなと思います。(B)、(C)はもはや個別指標で
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しょう。ここを見直しの段階で組み替えていただくのがいいと個人的に思っ

ています。また、基本目標の中で、最後に気候変動適応策についても言及が

あり、適応の観点で指標があってもいいとも思いました。つまり緩和策とい

う意味ではGHGの排出量で、適応策の方で何らかの指標があるのがいいのかな

と思います。あと、松橋委員に尽力いただいた気候市民会議も提言が出まし

たので、気候市民会議の成果を積極的に取り入れるような建て付けがよいの

かと思います。 

事務局：今おっしゃっていただいた気候市民会議の提言ロードマップの内容も

もちろん見直しの中に入れていきます。特に力を入れていきたいところとし

ては先ほど私が申し上げたようなものと、あと市民の方からいただいたロー

ドマップの内容も入れていきたいと考えています。また適応については、今

の時点では指標がないところも課題の１つだと考えています。一応(C)の市民

満足度調査「低炭素社会の推進」の満足度というのが、適応も含めての満足

度であるのではないかと分析もしているのですが、ただ、はっきりとそうい

えるのかというところも今後検討します。適応について、しかるべき指標を

検討していきたいと考えています。並行して、(A)(B)(C)の粒感がそろってな

いところもありますので、先ほど申し上げたストーリーを持って、資料につ

いても整理していきたいと考えています。 

杉田委員：全く専門外なので一市民としての感想、意見です。先ほど事業者の

話がありましたが、事業者に削減報告書のようなものを作っていただくなど

の、啓発は必要かと思いました。それからＱ１に関しては９つも施策があり

ます。どれもよい施策ですが、一市民としては、例えばつくタクやつくバス

など、周知がイマイチなように思います。市民が使わないと意味がないので、

周知を強めることが全体の評価に繋がると思いました。それから、基本的に

私もよく理解していないのかもしれないですが、市民の満足度というのは、

「満足した」方がよいのか。「もっとできるのではないか」と市民が思った

方がよいのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

事務局：満足度ではなく、不満足度という考え方もあると思います。また、地球

温暖化対策を危機として捉えているかという認識を問うというようなことも

あり得るかと考えています。今回は御意見としていただきまして、今後検討

させていただければと考えています。また、施策をやっているにも関わらず

PRが足りないところは、おっしゃるとおりだと認識しています。温暖化対策

に関して、先ほど申し上げた省エネ住宅のよさをPRするところや、つくバス、
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つくタクを使いやすくするために「こういうふうにすれば便利に乗れる」と

いうところもPRしていく、その辺りも環境政策課が旗を振っていますが、各

部署と連携しながら、うまく相乗効果を出せるように進めていきたいと考え

ています。 

松橋委員：気候市民会議つくばの提言を実現するためのロードマップとして、

70から80ぐらいの実施内容が挙げられています。それが施策などを見直す基

礎資料になるのかと思うので、是非やっていただければと思います。その時

に温室効果ガスの排出量の削減に効果が大きいものを特にピックアップして

選んでいくなど、それから、施策の柱についてもこれが基本でもよいのかな

と思うのですが、必要な部分は組み変えなどをしていただければと思います。

具体的なことは事務局でも検討いただいて、また専門部会でも検討する形で

進めていただければと思います。 

丸井委員：資料1-3で、Ｑ１～４と多くの質問があります。これは事務局が審議

会の各委員に対して質問しているように見えます。今後の議題として取り上

げるということを念頭に書かれた質問だと思ってよろしいでしょうか。 

事務局：特に今日に関しては、結論を出す場とは考えておりません。今回の趣

旨としては、このような例や現状について説明をさせていただいて、御意見

をいただきたいという位置付けになります。 

丸井委員：一つ一つに対しての回答はしなくてもよろしいのですか。あった方

がよいのでしょうか。 

事務局：今日の段階で、御意見をいただいても大丈夫ですが、次回以降、それぞ

れ決めていく場で進めていく形を考えています。 

丸井委員：例えば、目標２にグリーンで書かれたページがございます。評価指

標のところに点を打っていますが、施策によっては評価指標に該当しない空

欄のところがいくつもあります。ということは、この施策については評価指

標がないから評価できないということか、それとも新しい評価指標を作ると

いうことでしょうか。 

事務局：この後の進め方としては、それぞれの基本目標ごとに確認させていた

だきますが、今の御質問は、「評価指標と関連していない施策があるが、こ

こはどうするのか」という意味合いかと思います。評価指標が各施策に全て

ひもづいているのが分かりやすいわけですが、基本的には目標や将来像を実
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現するために適切な評価指標が設定されているかという見方をすると考えて

います。 

丸井委員：意図は十分わかりましたが、しっかりと決めておかないと、あやふ

やになるので、出来れば将来に向けてお考えいただければと思います。 

事務局：ありがとうございます。 

鈴木会長：基本目標２に移りたいと思います。事務局から御説明をお願いしま

す。 

事務局：（基本目標２の実績の振り返りについて：資料1-2、資料1-3参照） 

鈴木会長：説明に対して、御意見や御質問はございますか。 

浅野委員：例えば先ほど丸井委員から、指標が何もないところがあるという御

指摘がありましたが、「④外来種対策の推進」はおそらく生物多様性つくば

戦略に入ってくるのではないかと個人的に考えています。この辺りはいかが

でしょうか。 

環境保全課：まず外来種対策の現状と今後ということでお話しさせていただき

ます。外来種対策で最近問題になっていますのはアライグマです。かなり繁

殖しています。こちらは市民の方から苦情をいただいて、それを処分するよ

うな形で進めています。また、最近多くなってきているのが、カミキリムシ

です。特定外来生物のクビアカツヤカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリが

ここ２、３年で多くなっています。こちらは市民の方から情報をいただきま

して、環境保全課、公園などの施設管理をしているところとで現地を確認し

ています。その他情報がありますのがセアカゴケグモです。こうした情報を

収集しながら、現在はホームページ等で市民の皆様に公表しています。今後、

外来種対策については計画などを策定していきたいと考えています。 

浅野委員：今の御回答だと生物多様性つくば戦略には、特定外来種対策は入ら

ないという理解でよろしいですか。 

環境保全課：生物多様性つくば戦略の中には取り込んでいます。 

浅野委員：そうしますと(B)のところに黒丸がつくのではないかと考えるのです

が、いかがでしょうか。 

事務局：そのとおりです。そのように、記載したいと思います。 
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木下委員：評価指標(A)はずっと下がってきているのですが、回復する可能性は

あるのでしょうか。例えば５年後とか、最終年度に回復する目安はついてい

るのですか。 

事務局：緑地面積はあくまで量で指標を設定しています。我々も公園・施設課

という緑地を担当している部門とも打ち合わせをしていますが、山林原野面

積と農地面積がこの面積をおよそ９割占めており、回復傾向という御指摘で

いいますと、まだつくば市は幸い人口が増えており、住宅や業務用地などに

転用されていっている現状があるため、極めて難しい状況だと考えています。

当然当初に設定したような緑地の規模を保つということも重要だと考えてい

ますが、この視点に加えて、質を高めていくということも今後重要になると

いうことも確認しています。今後はこの指標を続けつつ、質を評価する指標

も加えていくなど、多面的な評価を行えるようにできればと考えています。 

木下委員：面積については今後見直す方針でよいかと質問いただいていますが、

見直さざるを得ないということですよね。「全体として減っているが、質は

上がっている」のような評価を数値化できるのであれば、それを探していか

なければいけないということですね。わかりました。 

浅野委員：関連質問です。基本的なことですが、緑地の質を上げるという指標

について、具体的にどのようなことが考えられるのか教えてください。 

事務局：緑の基本計画は同じタイミングで改定をしています。その関連もあり、

環境基本計画と緑の基本計画と同じ方向性で計画を作っていきたいと意見交

換をしているところです。質を評価するためにはどのような指標がよいか、

公園・施設課とも意見交換をしているのですが、まだ見つけられてない状況

です。次回以降、事務局案を御提示する段階までには整理をして、いくつか

案をお示しできればと考えています。 

浅野委員：施策⑧「グリーンバンク事業の継続」についてです。言葉としては、

グリーンバンクは昨年12月ですべて解消されて、農地中間管理機構に移行さ

れていると思います。そちらは単に用語の修正をお願いします。グリーンバ

ンクは遊休農地をマッチングしていくわけですが、単に継続というか、農業

基本計画にも落とし込むということですけれど、こちらの審議会の計画とし

ては、どこまで書き込むべきなのか、もう少し拡充ということで、例えば先

進自治体を見習うとかそのようなところまでやるのか、その辺りについて何

かお持ちでしたらお答えいただきたいです。農業政策課は来ていますか。 
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事務局：申しわけありませんが、農業政策課は来ておりません。次回以降、具体

的な指標などを議論する際に改めて御説明させていただければと考えていま

す。資料1-2の見方の一つにもなりますが、前半４年間の取組成果という形で、

令和５年度までの実績評価がまとまっています。そこまでやってきたことの

一つとしてグリーンバンク事業を継続して実施したという意味になっていま

す。私も存じ上げていなかったのですが、今解消されて、後継事業になって

いるということなので、その内容も踏まえ、次期計画は具体的にどのような

施策を立てるか、個別事業を設定するか検討していくという流れになるもの

と考えています。 

松橋委員：施策⑫「開発に伴う緑地の減少を抑制」は実効性を上げるためには

大事だとデータを見ても感じます。その実効性を上げるために、環境アセス

メントのようなものが一番有効なのかと思うのですが、それは県でやること

なのか、それとも市でも何か条例を作ったらできるのでしょうか。そのよう

なことがないと、質を担保しながら従前よりも、生物多様性、自然の質が悪

化しないような開発を担保していくことはなかなかできないと思います。同

様に脱炭素に関しても、たくさんエネルギーを使うデータセンターのような

ものが立地する時には、例えば「再生可能エネルギーを100％利用する」とい

う条件をつけたり、それをどのように達成していくつもりなのかという計画

を出してもらったりするなど、新しい大きな開発に対して何か方法を持って

いないと結局、「すごく大きな開発が来てしまい、生物多様性も失われ、炭

素もたくさん出してしまったが、成長しているつくば市だから仕方ないです

ね」となってしまう気がします。新しい開発があるということは、新しいま

ちづくりをするチャンスでもあると思うので、できるだけ生物多様性を増や

していくとか、ゼロカーボンに近づけていくとか、そのようなことをリード

するのだとすると、開発に対する事前評価が大事になると思います。そうい

うことも戦略として、環境アセスなり持続可能性アセスなり、何かツールと

して持てるといいのかと思いました。何か方法があるのなら教えてください。 

事務局：方法としましては、実際に都市計画部門での地区計画や、開発を行う

にあたっての事前協議制度等がございます。今御指摘いただいたような緑地

の面積を保全するとか、基準とか、もしくは守ったところに奨励金を出すと

か、そういったことができるのかをまずは都市計画部門と協議して、この計

画にも書き込めるかどうか、今後検討していきたいと思います。 

松橋委員：環境影響評価はもう少し別のアプローチだと思うので、県でやれる
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か市でやれるかを教えてください。 

環境保全課：環境アセスメントの件ですが、県でやる形に現在のところはなっ

ています。 

事務局：つくば市では独自のアセス制度は持っていません。市町村で独自のア

セスを制定して行うことは可能だと理解しています。 

木下委員：資料1-3のＱ５で、生物多様性つくば戦略がアウトプット指標であっ

て策定した後はどうするのかという質問をいただいているのですが、やはり

作った後のモニタリングがすごく大事なので、モニタリングはやっていかな

くてはいけないと思います。モニタリングは、同じレベルでやるのではなく

て、松竹梅は色々あると思うので、何か市独自で考え準備をしていただくと

非常にありがたいと思います。そこまでいくと未来へつなぐ感じが出てくる

かと。 

鈴木会長：指標を設定して欲しいということですね。 

木下委員：指標の設定ややり方ですね。やはり「生物多様性を未来につなぐ」と

いうのは色々なレベルがあると思います。モニタリングというすごく大事な

ものは真剣に実施しないといけないと思うのですが、それを上手に分けてい

って、予算などの話はありますが、考えていただかないと実効性が出てこな

いと思います。 

鈴木会長：御意見ありがとうございました。基本目標３に移りたいと思います。

説明を事務局からお願いいたします。 

事務局：（基本目標３の実績の振り返りについて：資料1-2、資料1-3参照） 

鈴木会長：御説明ありがとうございました。事務局から資料1-3Ｑ６、７という

質問が出ていますが、委員の方から御意見や御質問があればお願いします。 

北浦委員：資料では「市民一人当たりの」という表現になっています。温室効果

ガスの排出量も全体ではなくて、つくば市は人口が増え温室効果ガスも増え

る中で減っているので、個人的にはすごく効果が上がっているのではないか

と思います。遅れという表現も少しどうなのかなと思っています。温室効果

ガスの排出量も一人当たりに直すと、ひょっとしたらもっと下がっているの

ではないかと思います。そういう意味では、最終的なバックキャスティング

でいうゴールを絶対ではなくて一人当たりと直したらいいのではないかと思
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いました。資源に関しては、事業系はどうかわかりませんが、少なくとも生

活系は下がっています。ただこの場合、新型コロナによる影響も少し加味し

ないといけないので、そこを加味した考察みたいなものがあれば、なおよい

のかなと思いました。 

事務局：一つ目のCO₂の排出量について一人当たりを取り入れたらいいのではな

いかという御意見に対してですが、おっしゃるとおりのところはございます。

今全体でみていますので、一人当たりを出していけば、より減っているとい

うところは強調できるかと考えています。ただ現状、全体で取っている理由

は、関連する地球温暖化対策実行計画の策定には、国の指針、策定マニュア

ルもありまして、それに則った形で策定しているので、全体値という形で目

標を定めています。あと、つくば市としてはやはり全量を下げていかないと

いけないという目標がありますので、それに則った形で今全量のみを載せて

いるという状況です。前提としてやはり人口が増えている自治体にとっては、

全量下げていくというのは、かなり厳しい条件ではあります。ただ、厳しい

からやれないといえないところはありますので、やはり全量を下げていくと

いうところが一番大事かと考えています。しかし、補足する指標として一人

当たりというのは、とても重要な指標だと考えています。次の指標を設定す

る際には２つ目の見せ方という形で、一人当たりでみるとどれぐらい減って

いるのかをみせるということも検討したいと考えています。 

北浦委員：つくば市は人口が増えているがそれでも減らさないといけないとい

うことはよく分かりました。しかし、そうすると人口が減っている地域は何

もしなくても減ります。それは少しおかしいですよね。一人当たりで出さな

いと、今、国がそう言っているけど国全体としては一人当たりで出せるので

しょうけど、地域別は絶対と言ってはいけませんが、見方が違うような仕様

が必要になると思います。個人的には一人当たりの方がいいかなと。つくば

市の人口が倍になれば、おのずと倍になってしまうのでそう思いました。 

河井委員：Ｑ６事業系ごみの減量化の進捗がやや遅れているというところにつ

いてです。以前御説明があったと思いますが、つくば市の事業系ごみの排出

量の場合は資源化した量も含まれるということです。一般的に事業者が資源

化をすればするほど一般廃棄物から切り離されていくといいますか、少なく

とも紙、ダンボールなどの紙ごみというのは、古紙問屋などに流れていくと

いうことで、廃棄物ではなくなっていく、カウントされなくなっていくので、

まず量が少なく見えていきます。また、事業者が頑張ってプラスチックごみ
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を分けて資源化すると、これは一般廃棄物でなくて産業廃棄物になり、事業

者が資源化すればするほど事業系一般廃棄物の排出量が減っていくというの

が実態ではあります。ですが、つくば市の場合、少なくとも紙ごみについて

は引き続き一般廃棄物という扱いで排出量をカウントしているので、評価指

標(B)の市民一人当たりの事業系ごみの排出量の進捗が少し遅れているとい

う表現になっているのかなと思います。その対策は、なかなか難しいといい

ますか、具体的な例を出すと、とある政令市の場合は、この10年間で事業者

に資源化を促し、結果的に事業系ごみの排出が激減しています。それは単に

資源化することによって一般廃棄物から逃れ、カウントしなくなったという

だけなので、事業者からの排出量自体は実はそこまで変わっていません。つ

くば市の場合はカウントの仕方が違うのでこの様になっているので、どうし

たらいいのかなと。最終的に結論が出ていないのですが、そのような状況だ

ということをどこかに書いてもらうといいのかなというのが一点目です。そ

れからＱ７で、「他に指標は何かありますか」について、もう一つ挙げると

したら最終処分量だと思っています。民間の埋立処分場がつくば市の焼却灰

を受け入れなくなったことから、遠方まで焼却灰を運ばないといけない状況

になりましたので、埋立処分量（あるいは最終処分量）をどれだけ減らして

いくかというのは、この分野でも非常に大事な観点かと思います。一人当た

りにするか、全量にするかというのは、後々議論していけば良いです。 

環境衛生課：一つ目について、我々も数字としては、目標に対し遅れという表

現になってしまうことは常々悩ましいところだったので、非常に実情に合わ

せた御説明をしていただいて大変感謝しています。次の部分ですが、最終処

分量について、現状、今御説明していただいたとおりですが、資源化につい

て、今調整を進めています。そういったところも今後うまく進めていければ

と考えています。 

浅野委員：一人当たりでは減っているという指摘がありましたが、全国的に見

ると同程度の規模の自治体ではまだまだ多い方であり、決して少ない方では

ないというデータも出ています。やはりここは少し厳しく見ていった方がい

いのではないかと思います。もう一点、市民の方にお見せする時に常々気に

なっているのが、事業系ごみの市民一人当たりの排出量について多くの市民

の方は、事業系ごみだから自分には関係ないとい思われる方が多いのではな

いかと思います。事業系ごみというのは産業廃棄物と違い、例えば私がコン

ビニでお弁当を買い、自分の家で食べてそれを捨てるのだったら、プラごみ

などになっていきます。しかし、例えばここで食べてここで捨てたら、それ
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は事業系ごみになってしまいます。そのように自分たちの生活に密接に関わ

っているということを、これは啓発の部分になるのかもしれないですが、う

まく市民に伝える方法はないのかなと思います。これは環境審議会か、一般

廃棄物の審議会か、少し微妙なところではありますが、少し提起しておきた

いと思います。 

環境衛生課：特にごみ、廃棄物に関する問題は、一人一人の意識づけは非常に

大事だと思っています。なので、PRは何か一つに頼るものではなく、多角的

な方面から、様々な試みということを含めて、広く市民の方、事業者の方々

にお知らせできるような広報を進めていければと考えています。 

鈴木会長：続いて基本目標４に進みます。事務局より説明をお願いします。 

事務局：（基本目標４の実績の振り返りについて：資料1-2、資料1-3参照） 

鈴木会長：委員の方々から御意見、御質問はございますか。 

木下委員：市民の環境不満足度について、前回アンケートをとられたというこ

とですが、自分の家の近所、住んでいる近所でのアンケートという感じでし

ょうか。 

事務局：無作為抽出でアンケートを送付しお答えいただくので、基本的にはお

住まいの周りと捉えています。 

木下委員：そうするとやはり住んでいるエリアによって回答が変わると思いま

す。例えば水の綺麗さといっても川の近くに住んでいたら川のことと思うし、

公園の近くに住んでいたら池かと思うと思うので、エリア別にきちっと見な

いと、何が何だかわかんなくなるような気がします。そこは解析の時にきち

んとされた方がいいと思いました。 

北浦委員：私も同じような意見を持っています。水といっても、水道水はおい

しいよねということなのか本当に河川の水が綺麗なのかというのは、全然違

うと思います。それから少し視点が違うのですが、人口が増えていって、果

たしてこの綺麗な水道水を確保できるのかというのは少し懸念しています。

仮に人口が３倍４倍になった時に、どこからが豊かかどうかわかりませんけ

ど、水道価格の単価にもよると思いますが、水をどうやって確保するのかと

いうのが、何かそういう計画みたいなものがありますか。少し環境基本計画

とは違うかもしれませんが、将来、空気はともかく水道は必須なので、どう
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考えればいいのか、どう考えているのかお聞きしたいと思いました。 

植木次長：水道の部署は出席しておりませんのでわかる範囲でお答えさせてい

ただきます。上水道事業について、料金改定を絡めた審議会等を設けまして、

話し合いを持って料金改定を４月から行うことになっています。それに当た

って、将来の水道事業を試算していますので、確実に確保されながら水道事

業もやっていけるというのを前提に考えて作られていると聞いています。 

鈴木会長：アンケートをされないと、評価指標は出てこないのでしょうか。今

後このアンケートはどのような予定になっているのですか。 

事務局：アンケートの内容を決めていく段階で、これが必要か必要じゃないか

も含めて、御意見いただきながら進めていきたいと考えています。 

鈴木会長：アンケートとおっしゃったのは、今回議論するはずだったアンケー

トについてですか。 

事務局：はい。 

鈴木会長：基本目標５に移りたいと思います。御説明をお願いいたします。 

事務局：（基本目標５の実績の振り返りについて：資料1-2、資料1-3参照） 

鈴木会長：最初のＱ９というところは追加すべき施策や強化すべき施策につい

ての意見を求めたいということです。Ｑ10とＱ11は、見直してよいかどうか

ということを伺っているということです。委員の方から御意見、御質問があ

ればお願いいたします。 

浅野委員：評価指標(C)環境スタイルサポーターズ事業所会員のうち取組に参加

した事業所数は関係する事業が廃止されたことによりデータ収集はできない

ということですが、SDGs関連のところで、環境に配慮した目標で行動してい

るとか、そういうことを指標に入れるというのは、検討の余地はありますか。 

事務局：そのような様々な可能性も含めて検討させていただきたいと思ってい

ます。 

木下委員：素人の質問ですが、環境配慮行動というのは何が含まれるのですか。 

事務局：ここで設定しています当初の設問としては、エコマーク商品や有機野

菜など環境に配慮した物品を購入しているかという設問です。 
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木下委員：ということは食べ物系の環境配慮ということですか。環境配慮は自

然環境に配慮するイメージだったのですが、要するにオーガニックのものを

食べたするりなどの割合ということなのですか。 

事務局：食べ物も含みますし、エコマーク商品なので、食べ物以外も含んでい

るという設問になっています。 

木下委員：そうすると、例えばこの下の①と②の里山ウォーク等とはあまり関

係ないということですか。どちらを目指しているのでしょうか。両方ですか。 

事務局：配慮行動といった意味合いでは、様々な分野という考え方になるかと

思います。 

河井委員：基本目標５は、その他の基本目標１から４に比べると、単なる取組

なのかなという印象です。基本目標５というのは、その他の基本目標１から

４を達成するための、特に市民に着目した手段なのかなと思うので、この基

本目標５自体を特出ししているのは違和感があります。おそらくこの基本目

標５の評価指標や施策、個別事業というのは、他の基本目標１から４のどこ

か複数に紐づいていると感じています。ですから個別に基本目標５だけを議

論していると、何のためにやっているのか、少し迷子になってしまう印象が

あります。私の意見としては基本目標５を一回解体して、他の基本目標に入

れ込むとか、そのような形がいいのかなと思います。一方で、基本目標５を

衣替えするとしたら、「持続的な社会を形成する」とか、何かそのような目

標に変えるなど、今の状況だと何を目標にしているのかという、少し曖昧さ

を感じるところです。従って評価指標についても、これを聞いて知ってどう

するのかなというのが率直な感想でした。それぞれの施策、或いは取り組み、

個別支援事業については、これはこれで一個一個は着実にやっていくべきか

とは思うので、これを全部消去するというよりは、先ほど申し上げたとおり、

他の目標にうまく連動させるような考え方もあるのかと思います。 

北浦委員：同じように思っています。この基本目標５というのは、要するに計

画の場合には目標と手段を取り違えています。基本目標５はあくまでも手段、

方法論です。そこを区別すれば、基本目標５は、次の段階、下層の目標にな

るのかと思います。 

鈴木会長：今、河井委員、北浦委員から、建設的な意見がございましたがいかが

でしょうか。 
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松橋委員：同じように感じています。基本目標５の中には、１、２、３に触れる

部分もありますし、それでも残る部分というのは４とくっつけるような形で

何か見直した案みたいなものを次回検討できればありがたいなと思いまし

た。 

木下委員：細かいのですが、施策④つくばスタイル科の推進の真ん中に、稚魚

の放流体験事業を継続的に実施とあります。稚魚はどこから来ているのでし

ょうか。今話題になっていて、変なところから稚魚が来ていたらまずいとい

う話があちこちありますが大丈夫ですか。 

事務局：結論から言うと、今年度でこの事業は終わります。なお、委員のおっし

ゃる視点では注意をして見ていまして、県内の別の河川から持ってくるとい

うところまで確認しています。 

木下委員：わかりました。ありがとうございます。 

鈴木会長：皆様、活発な御意見ありがとうございました。続いて議事の(2)「つ

くば市環境審議会専門部会開催要項」一部改正についてです。事務局から御

説明をお願いします。 

２ 議事(2)「つくば市環境審議会専門部会開催要項」一部改正について 

事務局：（つくば市環境審議会専門部会開催要項の一部改正について：資料２

参照）  

鈴木会長：これは前回の会議の時に指摘があったところですが、このような改

正案で進めるということでいかがでしょうか。 

宮本委員：建議するということなのですが、これは審議会で建議を受けて、廃

止を決議するということでよろしいでしょうか。 

事務局：はい。そのとおりです。 

宮本委員：いちいち決議するのが一瞬どうかと思ったので、例えば目的を達成

したら自然に終了するとか、そういう建て付けでもいいのかなと個人的に思

います。ケースバイケースになるかと思いますので御検討いただければと思

います。 

事務局：計画を作る専門部会でしたら計画を作り終わったらそのまま廃止とい

う形になると考えているのですが、場合によっては、作った後の進捗管理も
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専門部会で行うという可能性も考えています。やめるかやめないかというの

を自然消滅ではなく建議するという形にしたいと考えています。 

宮本委員：はい。大丈夫です。 

河井委員：第６条報告等に「等」と入れたということですが、報告に入れ込むの

はどうかという気はしました。新たに第７条で廃止の話にした方がよいので

はないでしょうか。 

事務局：そのとおりにさせていただければと思います。次回、第７条を特出し

した改正案をお示しします。言い回しにつきましても改めてまたお諮りしま

す。本日は、趣旨は問題ないかということを御決議いただければと考えてい

ます。 

鈴木会長：では今事務局から御意見あったように、今回趣旨は了解し、書き方

についてはもう一度確認するということで、今回は承認したということにさ

せていただきたいと思います。続いて議事(3)「つくば市きれいなまちづくり

行動計画検討専門部会」からの報告です。部会長の野中委員より御報告をお

願いします。 

２ 議事(3)「つくば市きれいなまちづくり行動計画検討専門部会」からの報告 

野中委員：つくば市きれいなまちづくり行動計画検討専門部会で部会長を務め

させていただいた野中です。令和６年６月に市長から本審議会に諮問を受け、

本専門部会に付議された「第６次つくば市きれいなまちづくり行動計画の策

定」について、８月、９月、そして今回の１月の計３回に渡り専門部会を開

催し、すべての審議を終了しました。その結果として、お手元の資料3-1、3-

2のとおり「第６次つくば市きれいなまちづくり行動計画（案）」及び概要版

を作成したので、本日、御報告させていただきます。詳細については、事務

局から説明をお願いします。 

環境保全課：（つくば市きれいなまちづくり行動計画の概要について：資料3-1

参照） 

鈴木会長：野中部会長をはじめ部会委員の皆様におかれましては、第６次計画

の策定について御審議いただき、ありがとうございました。審議会としては、

ただいま御報告がありました「第６次つくば市きれいなまちづくり行動計画

（案）」を答申案としたいと思いますが、異議はございませんでしょうか。 
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鈴木会長：ありがとうございます。それでは、答申案については、御審議いただ

いたとおりとさせていただきます。事務局から何かありますでしょうか。 

環境保全課：ただいま承認いただきました答申案について、２月に鈴木会長と

野中部会長より市長へ答申していただく予定です。また、今回の専門部会か

らの御報告を持ちまして、「つくば市きれいなまちづくり行動計画検討専門

部会」は廃止とさせていただきたいと思います。それに伴い、「つくば市き

れいなまちづくり行動計画検討専門部会設置要項」についても廃止とさせて

いただきます。野中部会長をはじめ、部会委員の宮本委員、丸井委員、北浦

委員、木下委員におかれましては、御多忙の中、専門部会に御尽力いただき、

誠にありがとうございました。 

鈴木会長：予定されていた議事は終了しました。特に一番目の基本目標１～５

については、たくさん御意見いただきありがとうございました。事務局で今

日の議論を踏まえて計画に役立てていただけると思います。 

北浦委員：計画には冊子があると思うのですが、つくば市きれいなまちづくり

行動計画も同じように冊子を作ることになると思います。現状は紙の質が非

常によすぎると思うので、再生紙も含めて、検討していただけないかと思い

ました。 

環境保全課：かしこまりました。製本の際に、検討させていただきたいと思い

ます。 

３ その他 

事務局：３その他について、事務局からいくつか御案内があります。今、きれい

なまちづくり行動計画の専門部会から御報告がございましたが、同じく前回

御案内させていただきました地球温暖化対策実行計画改定のための専門部会

についての御連絡です。本来であれば動いているところであったのですが、

多少スケジュールが遅れておりまして、来月より専門部会を開催していきた

いと考えています。今回、専門部会を開催するにあたり、きれいなまちづく

りと同様に、審議会委員様の中で、部会への参加を希望される方を、お伺い

したいと考えています。期間が短くて大変恐縮ですが、来週２月４日火曜日

までに、環境政策課宛にメールや電話等で御連絡をいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。 

事務局：続きまして２点目です。アンケート調査についてです。次回の審議会
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において設問等をお示しし、その後メールでの御確認等を行い、４月、５月

で配布して、６月の審議会の場で結果等を御提示するような予定で考えてい

ます。 

事務局：３点目です。今後の審議会のスケジュールについて説明いたします。

次回は３月の中旬ごろを予定しています。その次が５月を予定しています。

５月は計画の見直しではなく、例年行っている計画の進捗管理のための審議

会を予定しています。その次が６月に見直しのための審議会を予定していま

す。早めに日程調整をさせていただきたいと思っているので、引き続きよろ

しくお願いいたします。 

事務局：最後に会議録についてです。前回お願いしましたように、会議録署名

人をお二方に、名簿順でお願いしたいと思います。今回は松橋委員と、宮本

委員にお願いできればと考えています。よろしくお願いいたします。 

４ 閉会 

事務局：以上で本日の会議は終了となります。長時間にわたり、ありがとうご

ざいました。  

 



令和６年度第４回つくば市環境審議会 

（第２回：基本計画中間見直し及び区域施策編改定） 

 

次 第 

 

日 時：令和７年１月31日（金）10:00～12:00 

場 所：つくば市役所２階職員研修室     
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２ 議事 

（１）「第３次つくば市環境基本計画」中間見直しの進め方及び実績振り返りに

ついて 

（２）「つくば市環境審議会専門部会開催要項」一部改正について 

（３）「つくば市きれいなまちづくり行動計画検討専門部会」からの報告 

 

３ その他 

 

４ 閉会 
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「第３次つくば市環境基本計画」中間見直しの
検討事項・検討の流れ

1

資料1-1



中間見直しの方針

• 基本計画の中間見直しは、 ①前半４年間の実績の振り返り結果、②つくば市内外の環境・社会情勢の変化、③市民や事業者のニーズ
変化の３つの観点から行う。

• 中間見直し審議会における主な見直し範囲は、毎年の審議会で点検・評価を実施している個別事業を除いたものとする。
• また、現行計画では、2030年を見据えて目指すべき将来像を描いているものの、つくば市では2050年カーボンニュートラルを表明し

ていることから、これに合わせ、現行計画の将来像を2050年を見据えたものに見直す。
• 現行計画は、未来の目指すべき姿を描き、そこに向かうための具体的な施策を組み立てる「バックキャスティング方式」で策定され

ている。中間見直しにおいても同様に、バックキャスティングの考え方で見直し作業を進める。

【見直し方針】

2

目指すべき将来像

基本目標

施策の柱

施策

個別事業個別指標

基本目標の将来像評価指標

【現行計画の体系と見直し範囲】 【バックキャスティングの考え方での見直し実施】

見直し範囲

毎年の環境審議会で
点検・評価を実施

現
在

2030 20502020

変化

時間

基本目標
将来像

目指すべき
将来像

・2050年を見据えた将来像として適切か？
・環境・社会情勢の変化を反映できているか？
・目指すべき将来像につながる基本目標・将来
像になっているか？

・前半４年間の実績の振り返り結
果を踏まえた施策となっている
か？

・見直した将来像や基本目標と
合っているか？

・市民や事業者のニーズを反映で
きているか？

①目指すべき
将来像の見直し

②基本目標の見直し

③施策の
見直し

４年間の実績

過
去



3

中間見直しの検討事項について

• 中間見直し審議会①・②では、前半４年間の実績の振り返りと、振り返り結果を踏まえた現行計画の見直し箇所を明確化する。
• 中間見直し審議会③・④・⑤では、中間見直し審議会①・②における検討結果や、つくば市内外の環境・社会情勢の変化、アンケート調査結

果を踏まえた現行計画の見直しを行う。
• 改定計画の骨子案、素案の作成は、中間見直し審議会⑥以降で検討する。

【検討事項】

目指すべき将来像

基本目標

施策

個別事業個別指標

基本目標の将来像評価指標

中間見直し審議会①（R6.10）
＜論点＞
前半4年間の中間評価

＜着眼点＞
• 評価指標は達成できそうか？
• 個別事業は施策の推進につながっているか？

中間見直し審議会②（R7.1）
＜論点＞
前半4年間の振り返りによる現行計画の見直し箇

所の明確化
＜着眼点＞
• 施策に見直すべき箇所はないか？
• 評価指標に見直すべき箇所はないか？
＜主な資料＞前半4年間の実績

中間見直し審議会③（R7.３）
＜論点＞
目指すべき将来像、基本目標と将来像の見直し

＜着眼点＞
• 令和32年（2050年）の将来像として不足してい

る箇所はないか？
• 現行計画策定後のつくば市内外の環境・社会情

勢の変化を反映できているか？
• ①、②での振り返り結果を踏まえ、修正すべき

箇所はないか？
＜主な資料＞国等の潮流、振り返り結果

中間見直し審議会④（R7.６）
＜論点＞
施策の柱、施策の見直し（必要に応じて、将来像

等も再点検）
＜着眼点＞
• ①、②での振り返り結果を踏まえ、修正すべき

箇所はないか？
• ➂で見直した「目指すべき将来像、基本目標」

と矛盾はないか？
• 市民・事業者のニーズを反映できているか？
＜主な資料＞アンケート結果、振り返り結果

中間見直し審議会⑤（R7.８）
＜論点＞
評価指標、進行管理の見直し（必要に応じて、将

来像等も再点検）
＜着眼点＞
• 計画の進捗を測るために適切な指標となってい

るか？
＜主な資料＞アンケート結果、振り返り結果

施策の柱

中間見直し審議会⑥～
＜論点＞
改定計画の骨子案、素案、パブコメ

＜着眼点＞
①～⑤の検討内容を改定計画に反映

できているか？

★今回

再点検

再点検

施策、評価指標の見直しの
ため、市民及び事業者に対
するアンケート調査を実施

振り返り結果 国等の潮流

※この間に、例年どおり、
進捗管理のための審議会を
開催予定です。(５月予定)



【参考】現行計画の体系

目指すべき将来像

基本目標

施策の柱

施策

個別事業個別指標

評価指標

4

再エネや蓄電池等の導入補助、低炭素（建物・街
区）ガイドラインの見直しと運用 等

家庭や事業者のエネルギー使用状況等のモニタリン
グ、気候市民会議つくばの開催、宅配ボックスの利
用促進 等

つくタク・つくバスの運行、つくチャリ、自転車駐
輪場の維持管理、低炭素車の導入補助 等

ハザードマップの作成、熱中症警報アラートや熱中
症の予防・対処法の普及啓発、農業者への情報提供
等

つくば市屋外広告物条例の運用、グリーンバンク事
業・鳥獣被害対策 等

森林整備、土地所有者との管理協定締結、外来種の
侵入抑制・防御に関する対策、生物多様性つくば戦
略の策定 等

公園・緑地の植栽維持管理、市内新規企業敷地内の
緑化推進、緑地整備指導、アダプト・ア・パーク事
業、花苗の配布 等

ボランティアとの協働による森林保全、森林体験イ
ベント、ジオツアーの開催、農産物オーナー制度、
農業体験イベント 等

資源物集団回収の推進、生ごみ処理器等の購入推進、
多量排出事業者に対する計画書の提出要請、家庭用
廃食油回収 等

サステナスクエアに搬入された廃棄物の中間処理や
最終処分、粗大ごみ受付センターの開設 等

環境美化活動の支援、ゴミの清掃活動、不法投棄や
野焼きのパトロール 等

公害法令に基づく立入検査、高度処理型合併処理浄
化槽の設置補助、公共下水道の整備 等

大人向け環境教育講座の実施、自然教育の実施、HP
や冊子を通した情報発信 等

環境学習、SDGsシールコンテスト、エコクッキング、
省エネドリル、生産者による食育事業 等

地産地消レストラン事業、学校給食での地元農産物
の利用 等

個別事業

見直し範囲

基本目標の将来像

第３次環境基本計画（本編）P.16に掲載の
施策体系

現行計画の体系の模式図



中間見直し
審議会

前半４年間の振り返り 現行計画の見直し／改定計画の策定
市民・事業者ニーズの把握

(アンケート調査)

①
(R6.10)

●現行計画の中間評価

②
(R7.１)

●現行計画の振り返り

③
(R7.３)

●「目指すべき将来像」「基本目標」の見直し案 ●アンケートの設問案

アンケートの配布・回収・分析

④
(R7.６)

●「施策の柱」、「施策・重点施策」の見直し案 ●アンケート結果

⑤
(R7.８)

●「評価指標」「進行管理」の見直し案

⑥
(R7.９)

●改定計画（骨子案）

⑦
(R7.11)

●改定計画（素案）

パブリックコメント実施

⑧
(R8.１)

●改定計画案

・計画は順調に進んでいるか？

・計画の良かった点、悪かった点・不足している事項
・計画の見直すべき箇所（施策、評価指標）は？

・アンケートの設問は適切か？
・追加すべき設問はないか？

・国等の最新の動向を反映できているか？
・修正・追加すべき事項はないか？

・設問の具体の内容、選択肢は適切か？

・振り返り結果やアンケート結果を反映できている
か？

・修正・追加すべき事項はないか？

・アンケート結果の分析の視点は適切か？
・計画の見直しに更に盛り込める示唆はないか？

・振り返り結果やアンケート結果を反映できている
か？

・評価指標、進行管理方法の見直し

・素案で修正・追加すべき事項はないか？

・パブリックコメントの結果を適切に反映できている
か？

・骨子案で修正・追加すべき事項はないか？

5

中間見直しの検討の流れ

●アンケート調査票（最終案）



現基本計画の前半４年間の実績の振り返り

＜本資料の見方＞

資料1-2

基本目標（将来像） 評価指標

施策

①基本目標と施策の関連性
評価指標と施策の関連性

（方向性のずれや追加・補強すべき施策がないか）

➁評価指標は、基本目標達成を目指していく指標、
成果を測る指標として適切か

各施策の個票について、毎年
の環境審議会での施策ごとの評
価の前半４年間での平均値を示
しています。
平均値が4.0以上の施策は、

順調に進捗と評価されていると
捉えられます。

★評点について

評点 進捗状況
５ 目標を超えて達成
４ 概ね目標どおり達成
３ 一部未達成であった
２ 未達成であった
１ 未実施
― 評価せず

各施策における前半
４年間の取組の概要を
示しています。

評価指標に関連する施策
に●印をつけたものになり
ます。
●印の数が多いほど、多

くの施策に関連する評価指
標と捉えられます。

評価指標の中間評価
結果を示しています。

基本目標の成果を測
る評価指標とその推移
を、2030年度の目標と
ともに示しています。

現行計画で設定して
いる基本目標です。

基本目標に対応し、
2030年度の将来像を示
しています。

施策を束ねた柱
（施策の柱）を示
しています。

現行計画におけ
る施策を示してい
ます。



800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2
01
7

2
01
8

2
01
9

2
02
0

2
02
1

2
02
2

2
02
3

2
02
4

2
02
5

2
02
6

2
02
7

2
02
8

2
02
9

2
03
0

0

100

200

300

400

500

600

700

2
01
7

2
01
8

2
01
9

2
02
0

2
02
1

2
02
2

2
02
3

2
02
4

2
02
5

2
02
6

2
02
7

2
02
8

2
02
9

2
03
0

＜前半４年間の取組成果と評価指標＞

施策 前半４年間の取組成果（概要）
審議会での
評価結果
（平均値）

評価指標

(A)温室効果ガス
排出量

(B)低炭素住宅の
累計入居戸数

(C)市民満足度調査
「低炭素社会の
推進」の満足度

①大学・研究機関や事
業者との連携強化

※施策「③ﾏﾙﾁﾍﾞﾈﾌｨｯﾄな低炭素化プロジェクトの推進」と同様 ● ●

②市民による省エネの
促進

・低炭素住宅の補助金交付者からモニタリングデータを取得す
るための体制を整備 3.0 ● ●

③マルチベネフィット
な低炭素化プロジェ
クトの推進

・宅配ボックス設置補助事業の開始
・カーシェアリングステーションの運用開始
・気候市民会議ロードマップの作成
・脱炭素先行地域への応募（R5選定）

3.5 ● ●

④建物の省エネ・再エ
ネ導入の推進

・燃料電池、蓄電池への補助を継続
・V2Hへの補助を開始
・低炭素住宅の認定・補助を継続

4.0 ● ● ●

⑤低炭素でコンパクト
なまちづくり

・新都市再生整備計画を策定
・低炭素(建物・街区)ガイドラインの見直し検討 2.8 ● ●

⑥公共施設の低炭素化

・大穂庁舎と谷田部交流センターの省エネ改修工事を実施
・公共施設40施設への廃棄物焼却発電で発電した電気の自己託
送を開始

・公共施設20施設へのPV導入計画作成

3.5 ● ●

⑦低炭素な公共交通の
充実

・つくバス、つくタクの運営を継続
・バス停留所の新設やつくタク車両を活用したオンデマンドシ
ステム実証実験等を実施

3.0 ● ●

⑧自転車利用の推進

・つくチャリの運用を開始
・りんりんロードへ路面・看板サインを設置
・「サイクルパークつくば」をオープン
・駐輪場の拡張工事を実施

4.0 ● ●

⑨自動車利用の低炭素
化

・低炭素自動車に対する補助を継続
・市や国・県の補助に関する情報の発信 2.8 ● ●

⑩気候変動と関連する
災害による影響の低
減

・防災出前講座の継続実施
・防災の関する動画・４コマ漫画の作成等
・防災情報の発信
・小中学校３校へ非常用発電機等を整備

3.8 ●

⑪気候変動の中での健
康の維持

・熱中症警報アラートや熱中症の予防・対処法について、SNS
や熱中症予防講話で啓発 4.0 ●

⑫気候変動から農業を
守る

・気候変動の影響について、畜産農家や農業者から情報を収集
し、市HPにて情報を発信 3.0 ●

⑬水資源に関する適応 ※緊急時、災害発生時、法令違反発生時に備えた対応を準備 ●

基本目標１：低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

＜現行計画の施策体系＞

基本目標（将来像） 施策の柱 施策（下線は重点施策）

＜基本目標１＞
低炭素モデル都市を形成して

気候変動に対処する

（将来像）
• つくば市ならではの強みをい

かした気候変動対策が進み、
市民、事業者、大学・研究機
関、市が連携して取り組んで、
先進的な低炭素モデル都市と
なっています。

• 省エネルギーへの取組や再生
可能エネルギーの導入が推進
されることで、まちや建物の
低炭素化が実現し、生活を豊
かにする環境技術があふれる
都市となっています。

• バスやデマンド型交通などの
公共交通が充実し、自転車利
用が快適になることで、自家
用車に頼らなくても生活でき
るコンパクトなまちに近づい
ています。

• 酷暑や豪雨などの異常気象・
災害に対して、その影響を低
減する適応策を進めることで、
強靱で柔軟性のあるまち（レ
ジリエンスのあるまち）と
なっています。

1-1 低炭素社会
の実現に向
けた様々な
主体の取組
の促進

1-2 まち・建物
の低炭素化

1-3 低炭素な交
通システム
の実現

1-4 気候変動へ
の適応

①大学・研究機関や事業者と
の連携強化

②市民による省エネの促進
③マルチベネフィットな低炭

素化プロジェクトの推進

④建物の省エネ・再エネ導入
の推進

⑤低炭素でコンパクトなまち
づくり

⑥公共施設の低炭素化

⑦低炭素な公共交通の充実
⑧自転車利用の推進
⑨自動車利用の低炭素化

⑩気候変動と関連する災害によ
る影響の低減

⑪気候変動の中での健康の維持
⑫気候変動から農業を守る
⑬水資源に関する適応

評価指標

(A)温室効果ガス排出量

(B)低炭素住宅の累計入居戸数

(千t-CO2)

(戸)

(％)

2030年度目標：30%

遅れ
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(C)市民満足度調査「低炭素社会の推進」の満足度

0

＜凡例＞
実績
目安※

※現計画策定時の現状値から目標値が毎年一定のペースで推移するとした
場合の値

2030年度目標：(新)1,109千t-CO2
(旧)1,519千t-CO2

2030年度目標：605戸

2030年度目標：30%

旧

新
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＜前半４年間の取組成果と評価指標＞

施策 前半４年間の取組成果（概要）
審議会での
評価結果
（平均値）

評価指標

(A)つくば市の緑地面積 (B)生物多様性つくば戦略

①重要な生き物の生息・生育状況
の把握

※施策「⑤生物多様性つくば戦略（仮称）の策定」と同様 ●

②森林の維持・保全
・土地所有者との森林保全協定締結
・市民協働による森林整備を継続的に実施 3.3 ●

③水辺の生き物の生息・生育環境
の保全

※施策「⑤生物多様性つくば戦略（仮称）の策定」と同様 ●

④外来種対策の推進
・継続的に特定外来生物を捕獲
・外来種に関する情報の把握・配信 4.3

⑤生物多様性つくば戦略（仮称）
の策定

・マイスター認定者と共に動植物調査を実施
・市民意識調査や市民ワークショップを実施
・学識者、市民で構成される策定懇話会を開催
・生物多様性つくば戦略の案を作成

4.0 ●

⑥筑波山や里山の景観の保全 ※法令等の適正な運営で対応

⑦山・川などの眺望の維持
・つくば市屋外広告物条例の運用や周知活動
・違反広告物の定期的なパトロールを継続実施 4.5

⑧里地景観の維持
・グリーンバンク事業の継続
・継続的な鳥獣被害対策の実施
・貸出捕獲罠の拡充

3.3 ●

⑨都市公園・緑の管理 ・公園・緑地の植栽を維持管理 3.8 ●

⑩都市域の緑の確保
・新規立地企業の敷地内緑化を推進
・新規公園を整備
・幼稚園や学校の芝や樹木を整備・維持管理

3.8 ●

⑪市民参加による緑化活動
・花苗・ゴーヤ苗の配布
・アダプト・ア・パークの実施 4.0

⑫開発に伴う緑地の減少を抑制 ・公務員宿舎等跡地への地区計画の制限 ― ●

⑬自然体験施設の活用・運営
・施設の清掃や森林の保全管理を実施
・自然環境教育や森林体験を開催 3.3

⑭里山や水辺の活用 ・自然環境に関する体験型学習の実施 3.0

⑮筑波山地域ジオパークの活用

・ジオツアーや出前授業等の継続実施
・保全サイトの候補地の選定・調査
・HPやSNSによる情報発信
・基本計画及びアクションプランの策定

3.8

⑯グリーンツーリズムの推進
・農産物オーナー制度を継続
・農業サポーター制度を継続
・都市農村交流イベントを実施

4.0

基本目標２：豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

＜現行計画の施策体系＞

基本目標（将来像） 施策の柱 施 策（下線は重点施策）

＜基本目標２＞
豊かな自然環境・生物多様性を

未来へつなぐ

（将来像）
• 筑波山をはじめとする山々、

牛久沼などの池沼や河川、里
地里山などの美しい景観が維
持され、在来の多様な生き物
が息づいています。多くの
人々は自然の恩恵を実感して
おり、つくば市の重要な自然
を理解し、大切に思いながら
生活を送っています。

• 貴重な自然や緑豊かな街並み
が将来にわたり守られるよう、
市民や事業者も協働して平地
林や農地、公園、庭の緑など
を守り、育て、ふれあう取組
が進んでいます。特に、筑波
山地域ジオパークをはじめと
した魅力あふれる自然や里山
を活用して、エコツーリズム
やグリーンツーリズムを積極
的に推進しています。

2-1 生き物・
生態系の
保全

2-2 里地里山
景観の保
全

2-3 都市の緑
を増やし、
質を高め
る

2-4 自然とふ
れあう

①重要な生き物の生息・生育状況の把握
②森林の維持・保全
③水辺の生き物の生息・生育環境の保全
④外来種対策の推進
⑤生物多様性つくば戦略（仮称）の策定

⑥筑波山や里山の景観の保全
⑦山・川などの眺望の維持
⑧里地景観の維持

⑨都市公園・緑の管理
⑩都市域の緑の確保
⑪市民参加による緑化活動
⑫開発に伴う緑地の減少を抑制

⑬自然体験施設の活用・運営
⑭里山や水辺の活用
⑮筑波山地域ジオパークの活用
⑯グリーンツーリズムの推進

評価指標

(A)つくば市の緑地面積
（山林原野面積＋農地面積＋都市

公園の面積）
(ha)

(B)生物多様性つくば戦略

2030年度目標：
策定（2025年度）、取組の推進

現状：
2024年度策定予定

やや遅れ

順調

＜凡例＞
実績
目安※

0

※現計画策定時の現状値から目標値が毎年一定のペースで推移する
とした場合の値

2030年度目標：現状(2018)維持
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＜前半４年間の取組成果＞

施策 前半４年間の取組成果（概要）
審議会での
評価結果
（平均値）

評価指標

(A)市民一人当たりの
生活系ごみ排出量

(B)市民一人当たりの
事業系ごみ排出量

(C)リサイクル率

①循環型社会形成
に係る普及啓発

・資源物の集団回収を推進
・生ごみ処理器等の購入補助事業を継続
・牛乳パック回収事業を継続
・段ボールコンポストの無料配布を開始・継続
・新たに、使いきり！食べきり！水きり！の「３きり運動」を推

進
・市内小中学校や市民対象の出前講座を実施

3.5 ● ●

②市民によるリ
デュース・リ
ユース・リサイ
クルの促進

・サポーターズニュース等で継続的に情報発信
・市内小学校の４年生を対象に「夏の省エネドリル」を配布
・環境フェスティバルにおいて、プラスチック容器を使用しない

移動販売事業者が参加するよう調整
・イベントの来場者に環境配慮製品を配布

4.0 ● ●

③事業者によるご
み減量化の促進

・多量排出事業者から一般廃棄物減量化等計画書の提出を受け、
減量化及び資源化の取組が不十分な計画の場合は計画の再考を
指導

・いばらき食べきり協力店の認定
・白色トレイや古紙の店頭回収を行っている小売店を調査し、HP

に店舗一覧を公開

3.3 ● ●

④資源の有効活用
を推進

・市内約30箇所の拠点で継続的に家庭用廃食油を回収し、BDFを
精製（精製したBDFはサステナスクエアの車両や廃食用油を収
集している車両で、代替燃料として使用）

4.0 ● ●

⑤一般廃棄物の適
正な処理

・サステナスクエアから搬出された焼却灰及び不燃物残渣の追跡
調査を継続的に実施。

・粗大ごみの収集の受付を継続
・スマートフォン用ごみ分別アプリ「さんあ～る」の導入・周知
・家庭ごみの出し方カレンダー作成・全戸配布

4.0 ●

⑥産業廃棄物の適
正処理に関する
普及啓発

・必要に応じて、市内産業廃棄物処理施設への立入検査や産業廃
棄物不適正案件の調査及び指導を実施。

・排出事業者への訪問を開始
・事業系廃棄物適正処理パンフレットを作成し、R5までに約

3,000部配布

3.3

⑦クリーンセン
ター（ごみ焼却
施設）の安定稼
働

※維持管理を継続

基本目標３：資源を賢く使う循環型社会に近づく

＜現行計画の施策体系＞

基本目標（将来像） 施策の柱 施 策

＜基本目標３＞
資源を賢く使う

循環型社会に近づく

（将来像）
• 市民や事業者、市が地球の資

源の有限性を認識しており、
地域で最適な生産・消費が行
われることで、資源の浪費は
ほとんどなくなっています。

• 資源の浪費がなくなるだけで
なく、ごみの発生抑制（リ
デュース）、再利用（リユー
ス）、再資源化（リサイク
ル）という3Rを推進すること
で、"ごみ"という概念がなく
なるくらい資源循環される仕
組みができています。

3-1 ３Ｒの
推進

3-2 廃棄物
の適正
処理

①循環型社会形成に係る普及啓発
②市民によるリデュース・リユー

ス・リサイクルの促進
③事業者によるごみ減量化の促進
④資源の有効活用を推進

⑤一般廃棄物の適正な処理
⑥産業廃棄物の適正処理に関する普

及啓発
⑦クリーンセンター（ごみ焼却施

設）の安定稼働

評価指標

(A)市民一人当たりの生活系ごみ排出量

(
g
/
人

・
日
)

(C)リサイクル率

(B)市民一人当たりの事業系ごみ排出量

(
g
/
人

・
日
)

（％)

順調

＜凡例＞
実績
目安※

0

0

順調

やや遅れ

※現計画策定時の現状値から目標値が毎年一定のペースで推移するとした場
合の値

2029年度目標：648g/人・日

2029年度目標：393g/人・日

2029年度目標：25％
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空気のきれいさ 水のきれいさ

静けさ ごみ収集や処理方法

＜前半４年間の取組成果＞

基本目標４：安心で快適な生活環境で暮らす

＜現行計画の施策体系＞

＜基本目標４＞
安心で快適な生活環境で暮らす

（将来像）
• 静かで清潔なまちの中で、清々

しい空気、安全な水を享受した、
穏やかな暮らしが営まれていま
す。

• 市民や事業者、市が「きれいな
まちづくり」を進める取組を協
働しながら進めたことで、不法
投棄やごみのポイ捨てがなくな
り、快適で心地よい生活環境に
なっています。そして、大気汚
染や水質汚濁、騒音などの公害
や健康被害を防ぐため、法令に
基づく基準が遵守されるととも
に、さらなる低減を図る事業者
も多くいます。

4-1 清潔で静かな
生活環境の確
保

4-2 安全な生活環
境の確保

①市民・事業者による美化活動
②ごみの散乱防止
③野焼き対策
④騒音・振動の防止

⑤良好な大気・水・土の確保
⑥上下水道の維持・管理
⑦農業における環境配慮
⑧有害化学物質の適正な管理

市民の環境不満足度

2030年度目標：現状より改善

(％)

施策 前半４年間の取組成果（概要）
審議会での
評価結果
（平均値）

評価指標

空気の
きれいさ

水の
きれいさ

静けさ
ごみ収集や
処理方法

①市民・事業者によ
る美化活動

・自発的な環境美化活動の支援
・きれいなまちづくり実行委員会の運営
・きれいきれい大作戦を継続的に開催
・継続活動者への表彰を実施(R5)

4.0 ●

②ごみの散乱防止

・不法投棄パトロールを継続的に実施
・不法投棄防止のための看板を希望者に配布
・一般廃棄物用集積所設置事業補助金を継続

3.8 ●

③野焼き対策

・野焼きの市内巡回パトロールを継続的に実施
・野焼き禁止について区会回覧や広報つくばを通じた継続的な周知を
実施

・農業用廃プラスチックの回収・適正処理を継続的に実施
・葉刈り芝の回収を継続的に実施

4.0 ●

④騒音・振動の防止

・法令等で義務付けられている届出の受理
・騒音・振動に関する苦情の処理
・公害防止協定の締結
・自動車騒音常時監視調査の継続的な実施

3.3 ●

⑤良好な大気・水・
土の確保

・法令等で義務付けられている届出の受理
・水質・悪臭・大気に関する苦情の処理
・河川等水質調査、地下水水質調査等の継続的な実施
・事業場への立入検査の実施

3.3 ● ●

⑥上下水道の維持・
管理

・浄化槽の新規設置等への補助の継続
・漏水の通報、水道施設構造物に起因する振動や騒音の苦情等に対す
る配水管等修繕工事の継続

・公共下水道を整備、維持管理及び改修工事の実施

3.8 ●

⑦農業における環境
配慮

・カバークロップ補助の継続
・環境保全型農業直接支払交付金の継続
・有機資材購入費補助の継続

4.3 ●

⑧有害化学物質の適
正な管理

・PRTR法に関する情報(PRTR法制度の概要、届出に関する情報、届け
出された化学物質の排出量、移動量の公表先ホームページへのリン
ク)を市ホームページに継続的に掲載

4.0

基本目標（将来像） 施策の柱 施 策 評価指標

データ
なし
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＜前半４年間の取組成果＞

基本目標５：市民一人ひとりが環境を考え、行動する

＜現行計画の施策体系＞

＜基本目標５＞
市民一人ひとりが環境を考え、

行動する

（将来像）
• 市民一人ひとりが、環境につ

いて楽しく学び、日々の暮ら
しで持続可能なライフスタイ
ルを実践しています。また、
家庭や職場、学校において、
つくば市の環境や地球環境に
ついて話すのが当たり前に
なっていて、皆で一緒に創意
工夫しながら環境保全に取り
組んでいます。

• 子どもへの環境教育も重視さ
れており、これからのつくば
市の未来を担う子どもたちの
環境意識がどんどん高まって
います。

5-1 持続可能な
ライフスタ
イルの推進

5-2 将来を担う
子どもたち
への環境教
育

①市民の環境リテラシーの向上
②持続可能なライフスタイルの

推進
③環境情報の集約・発信

④つくばスタイル科の推進
⑤学校での地産地消の推進
⑥学校外での環境教育の推進

(A)環境配慮行動を行った市民の割合

(
事

業
者

等
)

5-3 環境と経済
の好循環

⑦環境ビジネスモデルの構築
⑧環境に配慮した事業者の支援
⑨地産地消の推進

(
人
)

(％)

施策 前半４年間の取組成果（概要）
審議会での
評価結果
（平均値）

評価指標

(A)環境配慮行動を
行った市民の割合

(B)つくば市主
催・共催の環境啓
発事業参加者数

(C)環境スタイル
サポーターズ事業所
会員のうち取組に参加

した事業所数

①市民の環境リテ
ラシーの向上

・里山ウォーク等の大人向け環境講座イベントや、大人や親子向
けのエコクッキング事業を継続的に開催。

・R4に環境フェスティバルを開催。
3.0 ● ●

②持続可能なライ
フスタイルの推
進

・里山ウォーク等の自然環境教育事業を継続的に実施。
・R5の自然環境事業の参加者に環境配慮製品を配布。 3.5 ● ●

③環境情報の集
約・発信

・環境スタイルサポーターズを対象としたニュースを継続的に発
行。

・環境イベントの情報や省エネ、ごみ減量化につながる環境情報
を、市のHPやメールマガジン、SNS等で発信。

3.8 ●

④つくばスタイル
科の推進

・市内全児童を対象としたSDGsシールコンテストを継続的に実施。
・稚魚の放流体験事業を継続的に実施。
・R4に地球温暖化に関する動画（省エネドリル）を作成・配信。

3.1 ● ●

⑤学校での地産地
消の推進

・給食だよりやSNS等で、生産者の紹介や地消地消レシピの公開等
を継続的に実施。

・学校給食において、地産地消メニューやジオパークメニュー等
の提供を継続的に実施。

・小中学校・義務教育学校において、市内生産者による食育授業
を継続的に実施。

・５年生、８年生を対象とした地産地消に関するアンケートを毎
年実施。

3.0 ●

⑥学校外での環境
教育の推進

・桜川探検隊などの自然環境事業を継続的に実施。
・筑波山麓自然学校を継続的に実施。
・R4に地球温暖化に関する動画（省エネドリル）を作成・配信。

3.5 ● ●

⑦環境ビジネスモ
デルの構築

※基本目標１の施策「③ﾏﾙﾁﾍﾞﾈﾌｨｯﾄな低炭素化の推進」と同様 ●

⑧環境に配慮した
事業者の支援

※施策「②持続可能なライフスタイルの推進」と同様 ●

⑨地産地消の推進

・R2にプチマルシェを３回実施。
・６次産業化のためのセミナー開催や６次産業化支援の相談受付

を実施。
・HP等での地産地消店のPRや、新規の地産地消店に対するPRツー

ル（認定証、のぼり、ポスター等）の配布を継続的に実施。
・市内の給食でつくば市産コシヒカリ100%使用の米飯を提供。
・つくば市産小麦粉使用のパン等のメニュー企画し、給食で提供。
・小中学校・義務教育学校において、市内生産者による食育授業

を継続的に実施。

3.6 ● ●

基本目標（将来像） 施策の柱 施 策（下線は重点施策） 評価指標

(B)つくば市主催・共催の環境啓発事業参加者数

(C)環境スタイルサポーターズ事業所会員のうち
取組に参加した事業所数

データ
なし

＜凡例＞
実績
目安※

※現計画策定時の現状値から目標値が毎年一定のペースで推移するとした場
合の値

遅れ

データ
なし

2030年度目標：90％

2030年度目標：1,000人

2030年度目標：70事業所等
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〇現基本計画の実績の振り返りについての質問票 

基本目標１ 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する 

１.『①基本目標と施策の関連性／評価指標と施策の関連性（方向性のずれや追加・補

強すべき施策がないか）』 

現状 評価指標(A)「温室効果ガス排出量」について、指標に影響する関連施策数

は９つあり、他の指標と比較しても多くの施策が関連しているものの、評価

指標の進捗は「遅れ」となっている。 

質問 温室効果ガスの排出量削減に関して、追加すべき施策や強化すべき施策につ

いて、お気づきの点やご専門の知見からご意見を頂きたい。 

 

 

 

現状 評価指標(C)市民満足度調査「低炭素社会の推進」の満足度について、指標

に影響する関連施策はほかの指標と比較しても多いものの、評価指標の進捗

は「遅れ」となっている。 

質問 市民満足度の向上に関して、追加すべき施策や強化すべき施策について、お

気づきの点やご専門の知見からご意見を頂きたい。 

 

 

 

２.『➁評価指標は、基本目標達成を目指していく指標、成果を測る指標として適切

か』 

現状 評価指標(B)「低炭素住宅の累計入居戸数」の関連施策は１つのみで、基本

目標達成を目指していく視点で見た場合、評価対象範囲が狭い。 

質問 この評価指標は、今後見直す方針で良いか。（より適切な指標があれば、ご

専門の知見からご意見を頂きたい。） 

 

 

 

●基本目標１について、上記の質問以外の箇所で、見直すべき事項等があればご意見

を頂きたい。 
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基本目標２ 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ 

１.『➁評価指標は、基本目標達成を目指していく指標、成果を測る指標として適切

か』 

現状 評価指標(A)「つくば市の緑地面積」は、基本目標の将来像「貴重な自然や

緑豊かな街並みが将来にわたり守られること」に照らし、量的な面は評価で

きるものの、質的な面は現状で評価できない。 

質問 この評価指標は、今後見直す方針で良いか。（より適切な指標があれば、ご

専門の知見からご意見を頂きたい。） 

 

 

 

現状 評価指標(B)「生物多様性つくば戦略の策定」は計画の策定そのものが目標

というアウトプット指標であり、進捗が把握できない。（計画は令和６年度

に策定予定） 

質問 この評価指標は、今後見直す方針で良いか。（より適切な指標があれば、ご

専門の知見からご意見を頂きたい。） 

 

 

 

●基本目標２について、上記の質問以外の箇所で、見直すべき事項等があればご意見

を頂きたい。 

 

 

 

  

Q４ 

Q５ 
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基本目標３ 資源を賢く使う循環型社会に近づく 

１.『①基本目標と施策の関連性／評価指標と施策の関連性（方向性のずれや追加・補

強すべき施策がないか）』 

現状 評価指標(B)「市民一人あたりの事業系ごみ排出量」の関連施策数は１つ

と、他の指標と比較して少なく、進捗は「やや遅れ」となっている。 

質問 事業者のごみの減量化に関して、追加すべき施策や強化すべき施策につい

て、お気づきの点やご専門の知見からご意見を頂きたい。 

 

 

 

２.『➁評価指標は、基本目標達成を目指していく指標、成果を測る指標として適切

か』 

現状 ３つの評価指標(A)「市民一人あたりの生活系ごみ排出量」、(B)「市民一人

あたりの事業系ごみ排出量」、(C)「リサイクル率」で、基本目標を網羅して

いる。 

質問 この評価指標は、今後継続していく方針で良いか。（より適切な指標があれ

ば、ご専門の知見からご意見を頂きたい。） 

 

 

 

●基本目標３について、上記の質問以外の箇所で、見直すべき事項等があれば 

ご意見を頂きたい。 

 

  

Q７ 

Q６ 
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基本目標４ 安心で快適な生活環境で暮らす 

１.『➁評価指標は、基本目標達成を目指していく指標、成果を測る指標として適切

か』 

現状 評価指標「市民の環境不満足度」（空気のきれいさ／水のきれいさ／静けさ

／ごみ収集や処理方法）の進捗は、アンケート調査の実施が前提であるが、

未実施のためデータが収集できておらず、進捗が把握できない。 

質問 この評価指標は、今後見直す方針で良いか。（より適切な指標があれば、ご

専門の知見からご意見を頂きたい。） 

 

 

 

●基本目標４について、上記の質問以外の箇所で、見直すべき事項等があれば 

ご意見を頂きたい。 

 

  

Q８ 
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基本目標５ 市民一人ひとりが環境を考え、行動する 

１.『①基本目標と施策の関連性／評価指標と施策の関連性（方向性のずれや追加・補

強すべき施策がないか）』 

現状 評価指標(A)「環境配慮行動を行った市民の割合」のデータがないため指標

と施策の関連性は測れないものの、関連施策の審議会での評価結果（平均

値）を見るといずれも4.0（概ね目標どおり達成）を下回っている。 

質問 市民の環境配慮行動に関して、追加すべき施策、強化すべき施策について、

お気づきの点やご専門の知見からご意見を頂きたい。 

 

 

 

２.『➁評価指標は、基本目標達成を目指していく指標、成果を測る指標として適切

か』 

現状 評価指標(A)「環境配慮行動を行った市民の割合」の進捗は、アンケート調

査の実施が前提であるが、未実施のためデータが収集できておらず、進捗が

把握できない。 

質問 この評価指標は、今後見直す方針で良いか。（より適切な指標があれば、ご

専門の知見からご意見を頂きたい。） 

 

 

 

現状 評価指標(C)「環境スタイルサポーターズ事業所会員のうち取組に参加した

事業所数」は関係する事業が廃止されたことによりデータが収集できておら

ず、進捗が把握できない。 

質問 この評価指標は、今後見直す方針で良いか。（より適切な指標があれば、ご

専門の知見からご意見を頂きたい。） 

 

 

 

●基本目標５について、上記の質問以外の箇所で、見直すべき事項等があれば 

ご意見を頂きたい。 

Q９ 

Q10 

Q１1 

 



つくば市環境審議会専門部会開催要項（改正案） 

（趣旨） 

第１条 この要項は、つくば市環境審議会条例（平成６年つくば市条例第19号）

第９条の規定に基づき、第６条で設置する専門部会の組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（検討事案） 

第２条 専門部会は、つくば市環境審議会（以下「審議会という。」）が付議すべ

きものとした事案について調査審議する。 

（組織） 

第３条 専門部会の委員は、審議会の委員の中から審議会の会長が指名する。 

２ 審議会の会長は、必要に応じ学識経験を有する者を専門部会の評価委員と

して指名することができる。 

３ 専門部会に専門部会長を置き、専門部会の委員及び専門部会の評価委員（以

下「委員等」という。）の互選によって定める。 

（開催） 

第４条 専門部会は、専門部会長が招集する。ただし、専門部会長がないときは、

審議会の会長が招集する。 

２ 専門部会長は、専門部会の議長となる。ただし、専門部会長がないときは、

予め専門部会長が指名した専門部会の委員等がその職務を代理する。 

３ 専門部会は、専門部会の委員等の半数以上の委員等が出席しなければ開く

ことができない。 

４ 専門部会の議事は、出席した専門部会の委員等の過半数をもって決し、可否

同数のときは、専門部会長の決するところによる。 

（開催の特例)  

第５条 専門部会長は、検討事案について、特に緊急を要し、専門部会を招集す

る時間的余裕がないと認めるときは、専門部会の委員等から個別に意見を聴

取した上で議事を決することができる。 

２ 専門部会長は、前項の規定により決した事項について、次に招集する専門部

会において報告するものとする。 

（報告等)  

第６条 専門部会長は、検討事案の調査審議が終了したときは、審議会において

報告を行うものとする。ただし、審議会を開催する時間的余裕がないと審議会



   

の会長が認めるときには、書面による報告に代えることができる。 

２ 専門部会長は、前項の報告を行うに当たり、必要に応じて当該専門部会の廃

止を建議することができる。 

（庶務) 

第７条 専門部会の庶務は、生活環境部において処理する。 

 

附 則 

この要項は、令和６年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、令和７年１月 31 日から施行する。 
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１. 行動計画策定の背景と目的 

 

つくば市は、名峰筑波山を仰ぎ、小貝川、桜川などの流れに沿って田園風景が広がる恵み豊

かな自然に囲まれています。また、世界に誇る研究機関を擁する筑波研究学園都市を核とする

整備されたまちなみもあり、自然と都市が調和した田園都市が形成されています。 

さらに、都心と本市を結ぶつくばエクスプレスや高速道路網などにより、定住や交流人口の

増加が進んでいます。 

本市では、一部による吸い殻や空き缶の投げ捨て、飼い犬のふん放置、人目につかない場所

への不法投棄などを防止し、清潔できれいなまちづくりを推進するため、平成 19年（2007年）

11月に「つくば市きれいなまちづくり条例」を制定しました。 

「つくば市きれいなまちづくり行動計画」は、「つくば市きれいなまちづくり条例」の目的を

具体的な行動に移すための指針として、平成 20年（2008年）１月に策定され、市民・事業者・

市の協働によるきれいなまちづくりの取組を進めてきました。様々な施策を展開し、市民・事

業者による積極的な取組が定着しつつあります。しかし、ボランティアの高齢化やボランティ

ア活動の担い手不足による課題も顕在化しています。また、交通利便性の高い地域ではボラン

ティアによる活動が活発であるのに対し、そのほかの地域では活動に参加する人を集めにくい

等の地域差があることも課題となっています。 

令和 12 年（2030 年）に向け国連が合意したＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に掲げられた

17 の目標には、目標 11 に持続可能なまちづくりがあり、そこには、“地域の人たちが参加し、

誰もが将来にわたり暮らしやすいまちをつくるための力を高める。”とあります。 

本市においても、ＳＤＧｓの考え方を取り入れ、社会情勢の変化への対応、環境美化に関す

る取組の活性化を図り、暮らしやすいきれいなまちづくりを推進していくため「第６次つくば

市きれいなまちづくり行動計画」を策定しました。本行動計画に基づききれいなまちづくりを

推進していきます。 
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２. 行動計画の位置づけと役割 

 

本行動計画は、「つくば市きれいなまちづくり条例」の目的を実現するための指針として策定

される計画であり、第８条で策定することが位置づけられています。 

 

■つくば市きれいなまちづくり条例（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）市民等とは、「市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者その他市内に滞在し、又は

市内を通過する者をいう。」（条例第２条（１))となっています。また、本行動計画での「市民」

も同様の定義とします。 

 

３. 行動計画の構成 

 

きれいなまちづくりを行うためには、市民・事業者・市がそれぞれの役割を明確にし、互い

に連携し合い、継続的な取組が実施されることが重要です。また、本行動計画を運用する上で、

定期的な見直しや改善を行い、社会情勢や時代背景などに応じた取組とする必要があります。 

そのため、本行動計画においては、市（環境美化推進会議）が主体となって定期的な見直し・

改善を行い、きれいなまちづくりの推進に継続的に取り組みます。 

  

（きれいなまちづくり行動計画の策定） 

第８条 市長は、清潔できれいな生活環境が保持されたまちをつくるため、

市、市民等注）及び事業者が果たすべき役割に応じたつくば市きれいなま

ちづくり行動計画（以下この条において「行動計画」という。）を定める

ものとする。 

２ 行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) きれいなまちづくりのための活動についての事項 

(２) きれいなまちづくりのための意識の啓発についての事項 

(３) 市民等、事業者及び市の相互の連携についての事項 

(４) 自発的なきれいなまちづくりのための活動に関する支援についての事項  

(５) 前各号に掲げるもののほか、きれいなまちづくりに関し必要な事項 

３ 市長は、行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなけれ

ばならない。 
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４. 行動計画の対象 

 

つくば市の美しい環境と住みやすさを維持・向上させるため、市民生活に直結する以下の事

項を本行動計画が定める対象とします。 

● ごみの投棄対策 

● まちの景観保全対策 

● 放置自転車対策 

● 花と緑の美化活動 

注）ただし、「つくば市きれいなまちづくり行動計画（第１次）」にある歩行喫煙対策に関する事項に

ついては「つくば市路上喫煙による被害の防止に関する条例」（平成 23 年４月１日施行）で対応

します。 

 

５. 行動計画の期間及び評価 

 

本行動計画の期間は、令和７年（2025 年）４月から令和 12年（2030年）３月までとします。

毎年度、事業ごとに Plan（計画策定）、Do（施策実行）、Check（評価・確認）、Action（改善）

を図り、目標達成を効果的に進めていきます。 

また、令和９年度（2027年度）には、中間評価を実施し、計画の進捗及び社会情勢の変化な

どを踏まえ、必要に応じ計画の見直しを行います。 
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１. 環境を取り巻く社会情勢の変化 

 

①本市の地勢 

本市の人口は、つくばエクスプレスの開業やその沿線の市街地整備を受けて、平成 17年（2005

年）には 20 万人を超え、現在では約 25 万７千人となっています。また、世界的な科学技術開

発拠点として多数の研究・教育機関が集積していることから、研究者や留学生など多くの外国

人が居住するとともに、国際会議や研修等を目的に世界から様々な人が集い、異なる文化交流

が生まれる国際都市となっています。 

茨城県の南西部、首都東京から北東に約 50km、成田国際空港から北西に約 40km の距離に位

置し、都心部や海外へのアクセスが比較的容易です。 

南北に流れる小貝川、桜川等の河川は、周辺の平地林、畑地や水田等と一体となって落ち着

いた田園風景を形成し、それらが生み出す豊富な農産物は地産地消型の持続可能な食糧生産の

可能性を秘めています。 

このような背景から、平成 25 年（2013 年）に国より「環境モデル都市」に選定され、先進

的な環境モデルへの取組を推進しました。令和２年（2020 年）には本市の特徴を活かした持続

可能都市を将来像に掲げ、「第３次つくば市環境基本計画」を策定し、将来の世代に本市の豊か

な恵みを引き継げるように環境保全の取組を進め、ＳＤＧｓの考え方を踏まえて持続可能なま

ちづくりを推進します。 
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②持続可能な開発目標（SDGs） 

平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」に掲げられた国際社会共通の目標「持続可能な開発目標」（Sustainable Development 

Goals：サステイナブル・デベロップメント・ゴールズ）は、略してＳＤＧｓ（エス・ディー・

ジーズ）と呼ばれています。 

この目標は、地球上の誰一人として取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会の

実現のため令和 12 年（2030 年）までに国際社会が達成すべき目標であり、17 のゴールとそれ

らに付随する 169 のターゲットから構成されています。 

ＳＤＧｓは、発展途上国だけではなく先進国を含む全ての国が取り組む目標であり、経済・

社会・環境の３つの側面を統合的に解決することをめざしています。また、17 のゴールは互い

に関連し合っており、１つの行動によって複数の課題の解決をめざすという特徴を持っていま

す。 

本市においても、ＳＤＧｓの理念を踏まえたうえで、将来にわたって持続可能なまちづくり

に向けて各種の施策に総合的に取り組むこととしています。 

 

 

③新型コロナウイルス感染症の流行 

全国的な傾向をみると、令和２年（2020 年）から始まった新型コロナウイルス感染症の拡大

は、世界的な規模で長期化し、人々の生命が脅かされるとともに、国内外における移動制限な

ど様々な制約によって経済活動は停滞し、社会環境が急速に変化しました。こうした状況の中、

人々においても、行動、意識、価値観などが大きく変わり、日常生活においても、これまでに

なかった働き方や暮らし方など「新しい生活様式」へと移行しています。 

本市でも、これまで行われてきた市やボランティア等の事業や取組について、感染症の広が

りによって対外活動等の側面から停滞しました。 
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２. 環境に関する市民意識 

（１）調査の概要 
１．調査の目的・背景 

第６次計画の策定にあたり、市民の皆様の考えを反映するため、第５次計画の事業評価や本

市の将来像、計画推進に向けた取組の意向を把握するために調査を実施しました。 

 

２．調査概要 

調査対象 住民基本台帳から無作為抽出したつくば市在住の 15 歳以上の方 2,000 人 

調査方法 調査票を郵送し、郵送か web での回答 

調査期間 令和６年７月５日から７月 22 日 

回答数（率） 469 件（23.5％） 

 

３．第５次計画の事業一覧 

  

１ ごみの投棄対策 

（１）市内一斉清掃事業 

（２）アダプト・ア・ロード事業（ ） 

（３）アダプト・ア・パーク事業（公園里親制度） 

（４）環境美化活動支援事業 

（５）河川環境保全事業 

（６）不法投棄対策事業 

（７）飼い犬のふん放置対策事業 

２ まちの景観保全対策 

（１）落書き対策事業 

（２）違反広告物除却事業 

（３）空き缶・印刷物等散乱防止事業 

（４）除草事業 

（５）空家等の適正管理事業 

３ 放置自転車対策 
（１）自転車等放置禁止区域での啓発事業 

（２）自転車等駐輪場の整備事業 

４ 花と緑の美化活動 
（１）花と緑の市民参加事業 

（２）花と緑の環境美化コンクール 

（３）花と緑の啓発事業 
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２. 環境に関する市民意識 

（２）事業に対する認知度 
事業全体の認知度は、「事業内容も知っていて、実際に参加したことがある」が 3.0％、「活

動内容は知っているが、参加したことはない」が 14.2％、「事業名だけ聞いたことがある」が

19.0％、「事業名も活動内容も知らない」が 61.2％となっており、全体的に認知度が低くなっ

ています。 

市内一斉清掃事業が「活動内容も知っていて、実際に参加したことがある」と回答した割合

が 32.8％となっており、他事業と比較して著しく高くなっています。 

「活動内容も知っていて、実際に参加したことがある」、「活動内容は知っているが、参加し

たことはない」を合計したものを『認知度』としてみると、全体と比較して飼い犬のふん放置

対策事業、除草事業、自転車放置禁止区域等での啓発事業、花と緑の市民参加事業などで上回

っています。市民が生活する中で直接、影響が受けやすい分野で認知度が高くなっている傾向

があります。また、市内一斉清掃事業を除く事業については、認知度が 10～50％と振れ幅があ

るため、事業ごとに市民への周知方法や支援方法を検討する必要があります。 

  

32.8%

3.0%

2.6%

1.7%

2.6%

0.0%

0.2%

0.0%

0.9%

1.9%

0.0%

0.2%

1.1%

1.3%

0.6%

0.2%

1.7%

3.0%

16.0%

26.2%

22.4%

21.5%

20.3%

22.2%

21.7%

13.9%

12.2%

10.7%

10.4%

9.4%

8.5%

7.0%

7.0%

6.8%

4.9%

14.2%

11.1%

22.4%

23.7%

23.5%

22.4%

27.1%

27.9%

24.9%

28.4%

16.8%

14.9%

19.2%

14.7%

6.8%

16.6%

16.8%

5.5%

19.0%

38.6%

46.1%

48.6%

51.0%

52.0%

47.8%

47.1%

58.8%

55.9%

67.6%

71.6%

68.4%

73.1%

82.1%

72.9%

72.9%

85.1%

61.2%

1.5%

2.3%

2.8%

2.3%

2.8%

3.0%

3.0%

2.3%

2.8%

3.0%

3.0%

2.8%

2.6%

2.8%

2.8%

3.2%

2.8%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内一斉清掃事業

花と緑の市民参加事業

除草事業

花と緑の啓発事業

犬のふん放置対策事業

自転車等駐車場の整備事業

自転車等放置禁止区域での啓発事業

空家等の適正管理事業

不法投棄対策事業

環境美化活動支援事業

落書き対策事業

違反広告物除去事業

空き缶・印刷物等散乱防止事業

アダプト ア パーク事業

河川環境保全事業(自然体験学習会)

河川環境保全事業(水質監視員による巡回)

アダプト ア ロード事業

全体

活動内容も知っていて、実際に参加したことがある 活動内容は知っているが、参加したことはない

事業名だけ聞いたことがある 事業名も活動内容も知らない

無回答

n=469
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２. 環境に関する市民意識 

（３）事業に対する満足度・重要度 
事業ごとの満足度・重要度の分布は、重点的に維持すべきと考えられる（満足度と重要度が

ともに高い）事業は５事業あり、「市内一斉清掃事業」については特に満足度が高くなっていま

す。重点的に改善すべきと考えられる（満足度が低く、重要度が高い）事業は６事業あり、「除

草事業」については満足度が低く、重要度が高くなっている事業となっています。 

 

 

■ マトリクス図の見方 

  

市内一斉清掃事業

アダプト ア ロード事業

アダプト ア パーク事業

環境美化活動支援事業

河川環境保全事業(水質監視員による巡回)

河川環境保全事業(自然体験学習会)

不法投棄対策事業

飼い犬のふん放置対策事業

落書き対策事業

違反広告物除去事業

空き缶・印刷物等散乱防止事業

除草事業

空家等の適正管理事業

自転車等放置禁止区域での啓発事業

自転車等駐車場の整備事業

花と緑の市民参加事業

花と緑の啓発事業

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600

重
要
度

満足度

重要度平均：1.002

満足度平均：0.266

② ① 

③ ④ 

 
高 

 
高 

① 重要維持項目 

重点的に維持すべき項目 

② 重点改善項目 

重点的に改善すべき項目 

③ 改善項目 

優先度は下がるが改善に

努める項目 

 
④ 維持項目 

現状維持に努める項目 

重
要
度 

満足度  
低 

 

(n=469) 

●加重平均の算出方法 
 

｛〔「満足」×（2 ﾎﾟｲﾝﾄ）〕＋〔「やや満足」× 

（1 ﾎﾟｲﾝﾄ）〕＋〔「やや不満」×（－1 ﾎﾟｲﾝﾄ）〕

＋〔「不満」×（－2 ﾎﾟｲﾝﾄ）〕｝÷各項目回答者数

（無回答者数は除く） 
 

※重要度も同様 
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２. 環境に関する市民意識 

（４）本市の将来像 
本市の将来像についてみると、「緑豊かなゆとりある都市環境が形成されたまち」が 38.8％

と最も高くなっています。次いで、「ごみの散乱や不法投棄がないきれいなまち」が 36.2％、

「きれいな街並みや公園が整備され、多くの人が訪れたくなるまち」が 33.5％、「きれいな状

態が保たれており、子どもが安心して遊べる公園があるまち」が 30.7％となっています。 

 

 
※１人３つまで回答可 

 

  

38.8%

36.2%

33.5%

30.7%

27.1%

22.6%

14.5%

13.2%

13.0%

11.1%

10.0%

9.4%

9.0%

5.1%

3.0%

3.2%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

緑豊かなゆとりある都市環境が形成されたまち

ごみの散乱や不法投棄がないきれいなまち

きれいな街並みや公園が整備され多くの人が訪れたくなるまち

きれいな状態が保たれており、子どもが安心して遊べる公園があるまち

田園風景の広がる豊かな自然景観のあるまち

市民の環境美化意識が高い清潔なまち

空き地等に雑草が繁茂しないよう管理されているまち

沿道の花と緑がきれいに整備されたまち

空家等が適正に管理されているまち

飼い犬のふん等が放置されていない清潔なまち

地域のコミュニティが協力して環境を保全し、人がつながるまち

市民、事業者、市が協力して環境保全を進めるまち

落書きや違法広告等のないきれいなまち

きれいに整備された花壇がたくさんあるまち

駅前に放置自転車等がない整理されたまち

その他

無回答 (n=469)



 

第２章  環境の現況  

12 

２. 環境に関する市民意識 

（５）きれいなまちづくり活動の周知 
きれいなまちづくり活動を広めるために有効だと思うことをみると、「『広報つくば』『つくば

市かわら版』等による情報発信」が 62.7％と最も高くなっています。次いで、「ＳＮＳ(Ｘ(旧

Twitter)、Facebook、Instagram、YouTube、LINE等)による情報発信」が 44.3％、「ホームペー

ジによる情報発信」が 23.0％、「ごみ拾いアプリ「ピリカ」を使った市内の清掃活動の見える

化」が 19.0％となっています。 

世代別にみると、30 歳代未満ではＳＮＳやメール、商業施設での情報発信を有効と考えてい

る割合が高く、それ以外の世代では広報つくば等の従来の方法が情報を受け取りやすいという

傾向を示しています。 

 

 
※１人３つまで回答可 

 

  

62.7%

44.3%

23.0%

19.0%

17.5%

16.6%

12.2%

10.0%

9.6%

7.2%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

「広報つくば」「つくば市かわら版」等による情報発信

ＳＮＳ(Ｘ(旧Twitter)、Facebook、Instagram、YouTube、LINE等)による情報発信

ホームページによる情報発信

ごみ拾いアプリ「ピリカ」を使った市内の清掃活動の見える化

市からのお知らせを受け取れるアプリ「つくスマ」による情報発信

イーアスつくば市政情報コーナーによる情報発信

「つくば市メールサービス」による情報発信

ＡＣＣＳ「つくば市広報タイム」（市政広報番組）による情報発信

フォーラムやシンポジウム等による情報発信・呼びかけ

その他

無回答
(n=469)
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２. 環境に関する市民意識 

（６）属性別の分析 
市民意識調査において、各施策を年齢別、居住地域別の傾向でみた結果を下表に示します。 

 

●各施策からみた視点 

１ ごみの投棄対策 

・「60 歳代」及び「70 歳代」については、ボランティアとしての参加意向では市内一斉清掃が特

に高くなっているのに対し、「30 歳未満」では低くなっている傾向があります。 

・「60 歳以上」については、道路や公園の清掃活動、美化活動についてはボランティアとしての

参加意向が低くなっている傾向があります。 

・豊里地区、筑波地区、茎崎地区において、市内一斉清掃事業のボランティア活動に参加したい

という傾向が高くなっています。 

・谷田部地区や桜地区において、公園の清掃活動や美化活動にボランティアとして参加したいと

いう傾向が高く、特につくばエクスプレス沿線はその傾向が高くなっています。 

２ まちの景観保全対策 

・「50 歳以上」については、空家や空き地等の適正管理に関する意識が高い傾向があります。き

れいなまちづくりにおける市民の役割も空家等の項目が高くなっています。持家保有が高い世

代と関連があると考えられ、樹木の枝や草刈りの適正管理における役割の項目についても他世

代と比較して特に高くなっています。 

・大穂地区では、景観保全対策として空き缶･印刷物等散乱防止のため、自動販売機にポイ捨て

啓発シールの貼付やビラ･チラシ配布事業に対する呼びかけが有効と考えている割合が高い傾

向にあります。 

３ 放置自転車対策 

・「20 歳未満」については、放置自転車対策等に関する意識が高くなっています。また、きれい

なまちづくりにおける市民の役割も他世代と比較して特に高くなっています。 

・つくばエクスプレス沿線の地区である谷田部地区や桜地区については、放置自転車対策の関心

が比較的高く、違法駐輪車の撤去や自転車等駐車場の整備を有効と考えている割合が高い傾向

にあります。 

４ 花と緑の美化活動 

・「30 歳未満」については、つくばセンター広場周辺の花壇づくり等の公共スペースでの活動に

対する参加意欲が高い傾向にあるが、「60 歳以上」では自宅周辺の花壇づくりへの参加意欲が

高い傾向にあるため、年齢に合わせた活動が求められると考えられます。 

・「60 歳以上」では、区会の花壇づくりにおける参加意欲が「50 歳未満」と比較してかなり高く

なっています。区会の活動が若い世代にあまり浸透していないことが考えられます。 

・豊里地区、筑波地区、茎崎地区、大穂地区において、区会の花壇づくりボランティアとして参

加してみたいという傾向が高く、谷田部地区、桜地区、豊里地区では、公園の花壇づくりをボ

ランティアとして参加してみたい傾向が高くなっています。   
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２. 環境に関する市民意識 

（７）アンケートからみた評価 
事業全体において認知度が低い状況となっています。満足度･重要度については、認知度やア

ンケートの回答率が低いものの、各事業に対する市民からの評価を確認することができました。 

「事業名も活動内容も知らない」と回答した方に注目して満足度･重要度をみると、多くの事

業で満足度が「どちらともいえない」と回答している割合が高くなっている割合が多くなって

おり、市民に対して各事業の取組内容を十分に周知できていないことが考えられます。 

重要度では満足度同様に「どちらともいえない」の割合が高くなっていますが、「重要」、「や

や重要」と回答している割合も高くなっている特徴があります。 

活動内容の周知等を各事業で積極的に行い、行動計画における意識を醸成し、市民の意向を

より把握できるようにすることが求められます。 

今後は、継続的に市民意識調査を実施することで、市民の事業に対する認知度や満足度･重要

度の進行状況を把握することができ、また、各事業の認知度や参加率が向上することが期待で

きるため、アンケート結果を取り入れた事業の周知方法や取組を進めていくことを検討してい

きます。 
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１. 目標とすべき将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、「つくば市きれいなまちづくり行動計画」の策定以降、市民・事業者・市の協

働により、きれいな生活環境を守るため、様々な取組を実施してきました。本市は筑波山を

代表とする恵み豊かな自然と世界に誇る研究学園都市が調和した田園都市として、多くの人

を受け入れています。本市で暮らし、学び、働く人々が快適な生活を享受するため、きれい

なまちづくりを推進します。 

 

  

市民・事業者・市がともにつくる

きれいなまち「つくば」 
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